
電子マニフェストシステムの具体的利用方法第3章

電子マニフェスト
システムログイン メニュー選択

メニューごとの操作

メニューごとの操作

メニューごとの操作

１.  電子マニフェストシステムの概要

本マニュアルでは、まず全ての操作に共通な
と

について説明し、その後
をメニューの順に追って

説明します。

電子マニフェストシステムログイン

メニュー選択

メニューごとの操作
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電子マニフェストシステムに関する全ての操作は、
「電子マニフェストシステムログイン」より始まり、
「メニュー選択」で操作するメニューを選択した後に
「メニューごとの操作」が始まります。



第１章 第２章 第３章 第４章

電子マニフェストシステムを利用する時は、まず
自動車リサイクルシステムに登録した事業者である
ことの確認を行います。自社の事業所コードとパス
ワードを入力し、登録事業者であることが確認される
と、電子マニフェストシステムを利用した操作が可能
となります。

２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

２.１ 自動車リサイクルシステム（JARS）ホームページを開く

http://www.jars.gr.jp/にアクセスしてJARSホーム
ページを開きます。
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

トップページには、常に皆様への重要なご
案内を掲載しておりますので、日頃からご
確認されますようお願いいたします。

http://www.jars.gr.jp/
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２.２ 電子マニフェストシステムのログイン画面を開く ＜ステップ1～３＞

自動車リサイクルシステムホームページから以下の
手順に従って電子マニフェストシステムのログイン
画面を開きます。

ステップ1

ポインタを 「事業者の方」をクリックします。1
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

〈JARSホームページ〉

1

２

ステップ2

以下の画面が表示されますので、 「03 解体業者」
をクリックします。

2

こちらからも
入れます
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

ステップ3

以下の画面が表示されますので、解体工程のみにログ
インする場合には 「電子マニフェストシステム」
をクリックします。

3
解体工程だけでなく複数の工程（引取工程・フロン類
回収工程・破砕工程）を兼務していて、複数の工程に
同時にログインしたい場合は 「電子マニフェスト
システム（複数工程同時ログイン）」をクリックしま
す。これにより、他工程へ容易に移動でき、ログイン
し直す手間が省けます。

4

3 4
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

こちらのページにも解体業者の皆様への重要なご
案内等を掲載しておりますので、日頃からご確認
されますようお願いいたします。
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２.３ 電子マニフェストシステムログイン ＜ステップ１＞

自動車リサイクルシステムへの登録が完了した後に
送 付 さ れ る 「 シ ス テ ム 登 録 完 了 通 知 書 」 に 記 載
されている事業所コードとパスワードを入力し、電子
マニフェストシステムにログイン（接続）します。

ステップ1

ロ グ イ ン 画 面 が 開 い た ら 、 事 業 所 コ ー ド と
パスワードをテキストボックスに入力します。

入 力 後 、 ボ タ ン を ク リ ッ ク
すると、電子マニフェストシステムへのログインが
完了し、続いてメニュー画面が表示されます。

1
2

パスワードを入力する場合、機密保持のため、入力
文字が「●●●」または「＊＊＊」で表示されます。

3 ログイン

複数のパソコンで同時に、同じ事業所コードと
パスワードでログインすることが可能です。

半角
1

1 2

3

複数のパソコンで同時に作業する場合
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで
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２.４ 解体業者用事業所コードとパスワードについて

解体業者用事業所コード・初期パスワードは自動車
リサイクルシステムに登録が完了した際に送付される
「システム登録完了通知書」に明記されています。

引取工程、フロン類回収工程、解体工程、破砕工程の
うち複数の工程を兼業する場合、工程ごとに事業所
コードは異なります。

変更方法については169ページをご覧ください
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システム登録完了通知書を受け取ったら、機密保持の
ためにもパスワードの変更をお勧めします。

【 システム登録完了通知書（抜粋）】

※ 解体業者用事業所コードは、取引先にお知らせいただく
必要がありますが、パスワードについては、外部に漏れ
ないように厳重に管理してください。

２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで
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「メニューごとの操作（移動報告）」が完了したら
ボタンをクリックし、電子マニ

フェストシステムからログアウト（接続終了）します。

２.５ 電子マニフェストシステムのログアウト（接続終了）

移 動 報 告 が 終 了 し た 場 合 な ど 電 子 マ ニ フ ェ ス ト
システムの利用を終了する場合は、電子マニフェスト
システムからログアウト（接続終了）してください。

詳細は１６９ページをご覧ください

1

ステップ1
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1 ログアウト

２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで



第１章 第２章 第３章 第４章

２.６ 複数工程同時ログイン

（１）複数工程同時ログイン

ステップ1

同時にログインしたい工程の 「事業所コード」
「パスワード」を入力します。
この時、一定回数間違えるとロックがかかります。

1

1 2 4 3

ステップ2

一括してログインします。2

事業所コードとパスワードは、工程ごとに異なり
ます。工程ごとのシステム登録完了通知書に記載
されているそれぞれの事業所コードとパスワード
を入力してください。

複数工程同時ログイン時の
事業所コードとパスワードについて

（Ⅰ）画面

ステップ3

移動したい工程をクリックします。
ログアウトは工程別、全工程一括のどちらもでき

ます。

3

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１～３＞

4
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の「システム登録完了通知書」に記載されている事業
所コードとパスワードをそれぞれ入力し、電子マニ
フェストシステムにログインします。

解体工程だけでなく複数の工程（引取工程・フロン類
回収工程・破砕工程）を兼務していて、複数の工程に
同時にログインしたい場合は、自動車リサイクル
システムへの登録が完了した後に送付される工程ごと

２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで

4
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123456780104
〇△□自動車

1

ステップ1

ログイン済の工程はボタンを押すことが可能な
状 態 に な り 、 他 工 程 メ ニ ュ ー へ 移 動 可 能 で す 。
ログインしていない工程はボタンが押せません。

1

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１＞

（２）他工程メニューへの移動
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２.  電子マニフェストシステムログイン（接続）から
ログアウト（接続終了）まで



第１章 第２章 第３章 第４章

123456780104
〇△□自動車

電子マニフェストシステムにログインすると、解体
業者が実施する作業のメニューが表示されます。

３. メニュー選択（電子マニフェストシステム）

３.１ メニュー選択画面

2

3

4

5

1
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３.  メニュー選択（電子マニフェストシステム）

メニュー選択画面は移動報告の作業の有無に係らず
毎日開き、確認通知の発生状況（赤字）を確認して
ください。
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※ 確認通知が発行されると、発生した項目に「×件
の確認通知が発生しています。」と表示されます。

作業を行なう場合は、メニュー選択画面の中から
該当する作業ボタンをクリックします。ボタンを
クリックすると、メニューごとの操作画面に移ります。

３.２ メニューの説明

自治体から交付された許可証の満了日が表示され
ます。満了日の３ヶ月前から更新の注意文等が
表示されます。

1

27ページ以降をご覧ください

情報管理センターから行われた確認通知の内容を
確認するメニューです。

3

106ページ以降をご覧ください

自社が取り扱った車台およびエアバッグ類に関連
する情報を閲覧するメニューです。

4

119ページ以降をご覧ください

移動報告を取り消す場合のメニューです。

5

147ページ以降をご覧ください

使用済自動車または解体自動車の引取・引渡報告
およびエアバッグ類の引渡報告を行うメニューで
す。

2

30ページ以降をご覧ください

許可満了日 電子マニフェストによる移動報告

状況の表示 取り扱った車台に関連する情報の閲覧

その他
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３.  メニュー選択（電子マニフェストシステム）



第１章 第２章 第３章 第４章

＜リサイクルシステム登録更新＞

＜リサイクルシステム登録更新＞

自動車リサイクル法における、解体業の自治体許可は
５年毎に更新が必要です。事業を継続する場合、
自治体へ許可更新申請をした後、自動車リサイクル
システムでの登録更新も必要となります。

自治体登録・許可
満了日

5年間 5年間

自治体登録・許可
満了日

自治体への登録更新申請

リサイクルシステム登録更新

自治体への登録更新申請

リサイクルシステム登録更新

自治体への
登録・許可
更新申請

４.  自治体への登録更新申請とシステム登録更新

27

【更新サイクル】

【更新申請とシステムの登録更新】

４. 自治体への登録更新申請とシステム登録更新

さらに自治体にて自動車リサイクルシステムの更新
処理を行うことにより、満了日が更新されます。

≪自治体≫

申請内容を
確認

（１）

ボタンをクリック

更新（２） ＜画面メッセージ＞
「更新処理が正常に

完了しました」

（３）

≪解体業者≫

登録・許可満了日
更新完了

≪両方揃ったら！！≫

※ こちらは、自治体の担当者が入力します。
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ボタンをクリック

更新申請済（１）

ボタンをクリック

（２） ＜画面メッセージ＞
「更新申請済ボタンを
押下したことを確認し
ました」

（３）OK
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第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法328

更新申請済1

４.１ 自治体への許可更新

４.２ システム上での登録更新

満了日が近づいたら、まずは所管自治体の窓口へ更新
申請をしてください。

（１）登録更新の満了日が近づくと、電子マニフェス
トシステムのメニュー選択画面に「更新申請期
間が近づいています。」というメッセージが表
示されます。（満了日の5ヵ月前から3ヵ月前
まで）

4.  自治体への許可更新申請とシステム登録更新

（２）規約･約款を確認するメッセージが表示されるので、規約･約款を最後までスクロールし、
をクリックします。

自治体での更新申請手続きが全て完了するまで待
つ必要はありません。自治体へ更新申請した段階
でクリックしてください。

クリックのタイミング

自治体へ複数工程（引取･フロン･解体･破砕）の
更新申請をした場合、システム登録も工程ごとに
更新する必要があります。

複数工程の更新

２

同意します２

自治体への更新申請をせず満了日を過ぎてしまうと、
許可が失効してしまいます。

さらに満了日の3ヵ月以内になると、メッセージが変
わり、更新手続きができるようになります。
更新をするには、 ボタンをクリッ
クしてください。

123456780104
〇△□自動車

1
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123456780104
〇△□自動車

123456780104
〇△□自動車
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更新申請済
同じ所轄内に複数事業所がある場合、一つの事業
所が ボタンをクリックすれば、全て
の事業所のシステム登録更新が完了します。

複数事業所の更新

（３）「更新申請済ボタンを押したことを確認しまし
た。」とのメッセージが表示されます。

4.  自治体への許可更新申請とシステム登録更新

自治体での更新が合わせて完了すると満了日が
更新されます。

（４）満了日を過ぎてしまうと、メッセージが変わり、
ステータス欄に「失効」が表示されます。
新たな車台の引取報告はできませんので、画面
の指示に従い「失効時の手続き」を確認してく
ださい。

なお、登録満了日前に管轄自治体に書類を提出し
ていた場合は、「期限内に更新申請済」を押して
ください。

ステータスが「廃業」の場合は自治体および電子マニフェストシステムに「新規登録」を行う必要があります。

所管自治体が異なる場合は、所管自治体ごとに
自治体登録・許可更新申請が必要です。



第１章 第２章 第３章 第４章

解体業者が行う作業と、それに関連する移動報告の
種類、移動報告の種類ごとに行う操作の全体像は以下
のとおりです。

５.１ 使用済自動車／解体自動車の引取報告

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

引取報告

1.1 引取報告

使用済自動車／
解体自動車を
引き取った時

「エアバッグ類処理対象選択」欄の「自社処理」をチェック

「エアバッグ類処理対象選択」欄の「自社以外」をチェック

「エアバッグ類処理対象選択」欄が非活性（グレーの状態）

39ページ参照

39ページ参照
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38ページ以降で移動報告の種類ごとに詳細な操作の
方法を説明します。

５.  電子マニフェストによる移動報告

【電子マニフェストによる移動報告における操作画面の全体像】

使用済自動車／解体自動車を引き取った時は、すみや
かに「引取報告」を行います。

使用済自動車を引き取った時は、特段の作業をせずに
そのまま他の解体業者に引渡しをする場合を除き、
再資源化基準に従った適切な解体と未作動エアバッグ
類の処理を行う必要があります。

自社で解体および未作動エアバッグ類の処理を行うか
否 か に つ い て 、 「 引 取 報 告 」 画 面 上 で 入 力 す る
必要があります。

【自社で使用済自動車の解体および未作動エアバッグ類の処理を行う場合】

【自社で使用済自動車の解体および未作動エアバッグ類の処理を行わない場合】

【エアバッグ類の装備がない使用済自動車またはすでに他の解体事業者に
より解体・エアバッグ類の処理が行われた後の解体自動車を引き取った場合】

５.  電子マニフェストによる移動報告
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５.２ 解体業者への使用済自動車
／解体自動車の引渡報告

自社においてまったく解体・エアバッグ類の処理を
行わない場合や、自社で再資源化基準に従った解体
お よ び 未 作 動 エ ア バ ッ グ 類 の 処 理 を 行 っ た 後 、
さらに他の解体業者で部品取りを行う場合に使用済自
動車／解体自動車を他の解体業者へ引き渡すことが
可能です。

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

引渡先事業者の入力

1.2 引渡報告

43ページ参照

解体業者へ
使用済自動車/
解体自動車を
引き渡した時

対象車台の選択

情報管理センター
への報告

５.３ 破砕業者への解体自動車の引渡報告

再資源化基準に従った解体と未作動エアバッグ類の
処理を行った解体自動車を破砕業者に引き渡した時は、
すみやかに「引渡報告」を行います。

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

引渡先事業者の入力

1.4 引渡報告

54ページ参照

破砕業者へ
解体自動車を
引き渡した時

対象車台の選択

情報管理センター
への報告
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※ 同一事業所内であっても、使用済自動車の解体からプレス・せん断処理まで行った場合は、解体業者（自社）から
破砕業者（自社）への「引渡報告」を行い、破砕業者（自社）での「引取報告」を行うことが必要です。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

５.４ 解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

破砕業者等以外の解体自動車の引渡先としては、
解体自動車全部利用者が想定されます。解体自動車
全部利用者には以下のように認定・非認定の２種類が
あります。

（１）認定解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

通常はプレス・せん断処理業者を経由して認定解体
自動車全部利用者（以下、認定全部利用者）に引き渡
します。

自 動 車 メ ー カ ー 等 （ チ ー ム ） と 解 体 業 者 、
プレス・せん断処理業者との間に委託契約関係が
あり、国内の電炉・転炉等に引き渡す場合

認定解体自動車全部利用者への引渡報告

自 動 車 メ ー カ ー 等 （ チ ー ム ） と 解 体 業 者 、
プレス・せん断処理業者との間に委託契約関係が
なく、これらの事業者が独自のルートで電炉・
転炉等や製品原料として輸出する事業者（廃車
ガラ輸出業者）に引き渡す場合

非認定解体自動車全部利用者への引渡報告

※ 認定全部利用者への解体自動車の引渡しは、自動車
メーカー等との契約に基づいて行うため、契約をしてい
ない場合は、この移動報告を行うことができません。
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※ 解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した時は、引渡証明書を５年間保管する必要があります。
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第１章 第２章 第３章 第４章

１）引渡証明書
（検収伝票と荷姿詳細情報）の作成

解体自動車（廃車ガラ）を搬出する時に、電子マニ
フェストシステムの画面上で搬出するトラック単位で
荷姿を確定し、これを印刷してトラックの運転手に
渡してください。

解体自動車を搬出した時点では、「引渡報告」を
行わないようにしてください。

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

引渡先事業者
の入力

1.6 引渡報告

64ページ参照

荷姿確定のうえ、
荷姿詳細情報を

印刷します

対象車台の選択

荷姿詳細情報
の呼出

荷姿詳細情報
の印刷

２）引渡証明書を回収した荷姿の引渡報告

解体自動車（廃車ガラ）を搬出した後、電炉・転炉等
より必要事項が記載された引渡証明書（検収伝票と
荷姿詳細情報）を回収した後、情報管理センターへの
「引渡報告」を行います。回収した引渡証明書は５年
間保管します。

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

情報管理センター
への報告

1.7 確定済荷姿

75ページ参照

検収伝票と
荷姿詳細情報を

回収した後
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第１章 第２章 第３章 第４章

（２）非認定解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

解体自動車を非認定解体自動車全部利用者（以下、
非認定全部利用者）に引き渡した時も、電子マニフェ
ストシステムの画面を印刷したうえで「引渡報告」を
行います。

電子マニフェスト
システムログイン

引渡先事業者の
入力

79ページ参照

解体自動車を
引き渡した時

印刷した電子マニフェストシステムの画面はトラック
運転手に渡し、最終的に引渡証明書として回収し５年
間保管します。

メニューの選択

1.8 引渡報告

対象車台の選択

情報管理センター
への報告
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第１章 第２章 第３章 第４章

取外回収を行ったエアバッグ類を自動車メーカー等の
指定引取場所へ引き渡した場合、またはエアバッグ類
の 車 上 作 動 処 理 を 行 っ た 場 合 は 、 す み や か に
その処理方法を選択すると共にエアバッグ類の引渡
報告を行います。

（１）エアバッグ類処理方法の選択

エアバッグ類処理方法には以下３パターンがあります。
エアバッグ類を処理した時は、すみやかに処理方法を
入力してください。

エアバッグ類の引渡報告の前に必ずエアバッグ類の
処理結果の入力が必要ですのでご注意ください。

使用済自動車の「引取報告」を行った際に「自社
処理」を選択した場合は、必ずエアバッグ類の引渡
報告が必要になります。

すべての未作動エアバッグ類の取外
回収を行い指定引取場所へ引き渡す
方法。

「回収」のみを選択

すべての未作動エアバッグ類を車上
作動処理する方法
（自動車メーカー等との「車上作動
処理委託契約」の締結が必要）。

「作動」のみを選択

機械式と電気式のエアバッグ類が混在
している場合など、未作動エアバッグ
類の一部を取外回収し、残りを車上
作動処理する方法。

「回収」と「作動」
の両方選択

（２）エアバッグ類の引渡報告
（取外回収の場合）

（３）エアバッグ類の引渡報告
（車上作動処理の場合）

（４）エアバッグ類の引渡報告
（一部取外回収・一部車上作動処理の場合）

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択 処理方法の選択

1.10 処理選択
88ページ参照

エアバッグ類の
処理方法を選択
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第１章 第２章 第３章 第４章

（２）エアバッグ類（取外回収）の引渡報告

使用済自動車からすべての未作動エアバッグ類を
取外回収し、指定引取場所へ引き渡した時は、すみや
かに「引渡報告」を行います。

取外回収の場合のエアバッグ類の引渡報告は、回収
ケースごとに行っていただきます。

電子マニフェスト
システムログイン

引渡先事業者の
入力

92ページ参照

取外回収した時

メニューの選択

1.11 引渡報告

対象車台の選択

情報管理センター
への報告

（３）エアバッグ類
（車上作動処理）の引渡報告

使用済自動車のすべての未作動エアバッグ類を車上
作動処理した時は、すみやかに引渡報告を行います。

電子マニフェスト
システムログイン

103ページ参照

車上作動処理
した時

メニューの選択

1.13 引渡報告

情報管理センター
への報告

※ エアバッグ類の車上作動処理は、自動車メーカー等との
契約に基づいて行うため、契約をしていない場合は、
この移動報告を行うことができません。
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第１章 第２章 第３章 第４章

（４）エアバッグ類（一部取外回収・一部車上作動処理）の引渡報告

使用済自動車の未作動エアバッグ類について一部を
取外回収し、残りを車上作動処理した場合の「引渡
報 告 」 は 、 取 外 回 収 し た エ ア バ ッ グ 類 に つ い て
「引渡報告」を行うことで終了します。

電子マニフェスト
システムログイン

引渡先事業者の
入力

105ページ参照

一部取外回収・
一部車上作動処理

した時

メニューの選択

1.11 引渡報告

対象車台の選択

情報管理センター
への報告

※ 取外回収したエアバッグ類について「引渡報告」する
ことで、車上作動処理したエアバッグ類についても引渡
報告が行われたと自動的にみなされます。
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第１章 第２章 第３章 第４章

OPQ123-4567890

OPQ123-4567890

123456789012   

○△□×社 ＸＸＸＸＸＸＸＸ

■□□◇社 ○○○ ＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣ

O123-4560

O123-453360

△○□ 株式会社

引取業者、フロン類回収業者および他の解体業者から
使用済自動車／解体自動車を引き取った時は、右記の
点を確認のうえ、情報管理センターへの引取報告を
行ってください。

（Ⅰ）画面

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で 1.1 ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 情 報 管 理 セ ン タ ー へ の 報 告
（JPRS3100）」画面が表示されます。

使用済自動車、または解体自動車を引き取った時は、
すみやかに引取報告を行います。

（１）情報管理センターへの報告

引取報告

1 2

３

確認ポイント

• 引き取った使用済自動車／解体自動車の車台
番号

• 未作動エアバッグ類の処理を自社で行うか、
ま た は 他 の 解 体 業 者 で 行 う か の 確 認 。
（エアバッグ類の装備がない使用済自動車／
解体自動車の場合は、エアバッグ類の処理に
ついての入力は不要）

その際、使用済自動車のエアバッグ類の処理を自社で
行うか、または他の解体業者で行うかを入力して
ください。

操作ポイント

• 「2.引取対象車台の一覧」から、引取報告を
行う車台のエアバッグ類の処理について選択
したうえで、情報管理センターへの引取報告
を行います。

• エアバッグ類の装備がない使用済自動車の
場合は、エアバッグ類の処理についての選択
は不要です。

５.１ 使用済自動車／解体自動車の引取報告
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第１章 第２章 第３章 第４章

OPQ123-4567890

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ

○○社 ＡＢＣＡＢＣＡＢＣ

ＣＣＤＣＣＤ

OPQ123-4567890

123456789012   

KJH123-4567890

ERT123-4567890

LOI123-4567890

○△□×社 ＡＢＣＡＢ

■□□◇社

○△□×社 ＸＸＸＸＸＸＸＸ

■□□◇社 ○○○

ＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢ

ＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣ

O123-450

O123-4560

O123-4530

O123-453360

O123-4533

△○□ 株式会社

自社処理：
未作動エアバッグ類の処理を自社で行う場合にクリッ
クしてください。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～4＞

「2.引取対象車台の一覧」に表示された内容と、引き
取った車台を確認したうえで引取報告を行う車台を
選択し、 「エアバッグ類処理対象選択」の該当
する欄をクリックします。

ステップ1

１

自社以外：
引き取った使用済自動車について、全く解体を行わず
に他の解体事業者に引き渡す場合にクリックしてくだ
さい。

1
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※ 未作動エアバッグ類について最初に使用済自動車の
解体を行う解体業者が処理しなければなりません。
また、その際、再資源化基準に従って、バッテリー、タ
イヤ、廃油、廃液等の回収処理等も行うことが必要です。

※ エアバッグ類の装備がない使用済自動車、すでに他の
解体業者により解体・エアバッグ類の処理が行われた後
の使用済自動車を引き取る場合は、「エアバッグ類処理
対象選択」は不要です。
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第１章 第２章 第３章 第４章

OPQ123-4567890

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ

○○社 ＡＢＣＡＢＣＡＢＣ

ＣＣＤＣＣＤ

OPQ123-4567890

123456789012   

KJH123-4567890

ERT123-4567890

LOI123-4567890

○△□×社 ＡＢＣＡＢ

■□□◇社

○△□×社 ＸＸＸＸＸＸＸＸ

■□□◇社 ○○○

ＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢ

ＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣ

O123-450

O123-4560

O123-4530

O123-453360

O123-4533

△○□ 株式会社

引取報告を行う車台を選択し、 「引取報告対象
選択」欄にチェックします。

ボタンをクリックすると、

ステップ2 ステップ3

２ ３ センターへ報告

が表示されますので、間違いなければ を、
再確認する場合は を選択します。

OK
キャンセル

ステップ４

を 選 択 す る と 「 引 取 報 告 の 完 了 画 面
（JPRS0000）」画面（P22参照）が表示され、使
用済自動車の引取報告が完了します。

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

2

３
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第１章 第２章 第３章 第４章

OPQ123-4567890

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ

○○社 ＡＢＣＡＢＣＡＢＣ

ＣＣＤＣＣＤ

OPQ123-4567890

123456789012   

KJH123-4567890

ERT123-4567890

LOI123-4567890

○△□×社 ＡＢＣＡＢ

■□□◇社

○△□×社 ＸＸＸＸＸＸＸＸ

■□□◇社 ○○○

ＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢ

ＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣ

O123-450

O123-4560

O123-4530

O123-453360

O123-4533

△○□ 株式会社

（Ⅲ）その他

エアバッグ類の装備がない使用済自動車、すでに他の解体業者により解体・エアバッグ類の処理が行われた後
の解体自動車は、 「エアバッグ類処理対象選択」欄がグレーで表示されクリックできなくなっています。
この場合はエアバッグ類処理対象選択は不要ですので、これを行わずに、 「引取報告対象選択」欄を
チェックします。

エアバッグ類処理対象選択がグレーになっている

「エアバッグ類処理対象選択」欄で、間違えて違う処理方法を選択した場合は、正しい処理方法のラジオ
クリック枠を選択すれば修正できます。入力必須箇所なので、自社処理または自社以外のどちらかを必ず入力
してください。

間違えて違う処理方法にラジオクリックした
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第１章 第２章 第３章 第４章

下記のケース等引き取った使用済自動車／解体自動車
と「2.引取対象車台の一覧」の情報が異なっている
場合等は、すみやかに前工程の業者にその旨を連絡し、
必要に応じて移動報告の修正を行ってもらいましょう。

ケース2：
エアバッグ類の処理が引き取った使用済自動車／解体
自動車と移動報告の情報とで異なる場合。

ケース1：
引き取った使用済自動車／解体自動車と移動報告の
情報が異なる場合。

引き取った使用済自動車／解体自動車が、「2.引取
対象車台の一覧」に表示されていない場合は、前工程
の業者が「引渡報告」を行っていない可能性があり
ますので、確認してください。
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【引き取った使用済自動車／解体自動車の情報が違う】 【引き取った使用済自動車／解体自動車の情報がない】

５.  電子マニフェストによる移動報告

例 ） 引 き 取 っ た 使 用 済 自 動 車 ／ 解 体 自 動 車 の 車 台
番 号 と 、 「 ２ . 引 取 対 象 車 台 の 一 覧 」 に 表 示
された同じ型式車両の車台番号が違う。



第１章 第２章 第３章 第４章

５.２ 解体業者への使用済自動車／解体自動車の引渡報告

引取報告時に自社でまったく解体・エアバッグ類の
処理を行わないと判断した使用済自動車、および自社
で再資源化基準に従って解体し、かつ未作動エアバッ
グ類の処理を行った解体自動車を、他の解体業者に
引き渡した時は、すみやかに解体業者への引渡報告を
行います。

（Ⅰ）画面

（１）引渡先事業者の入力

使用済自動車／解体自動車を引き渡した解体業者を入
力します。

確認ポイント

メニュー選択画面で1.2 ボタンをクリッ
クすると、「引渡先事業者の入力（JPRS3231）」
画面が表示されます。

引渡報告 操作ポイント

引渡先解体業者の事業所コードの確認。

引渡先の解体業者の「事業所コード」が必要に
なりますので、事前に先方に確認したうえでこれ
を入力します。

1 2 3
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.解体業者の指定」の 「事業所コード」欄に
引 渡 先 解 体 業 者 の 事 業 所 コ ー ド を 入 力 し ま す 。

ステップ1

1 ボタンをクリックし、引渡先の
解 体 業 者 の 事 業 所 情 報 を 確 認 し た う え で 、

ボタンをクリックします。

ステップ2

2 事業者情報表示

ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、
「対象車台の選択（JPRS3232）」画面が表示
されます。

ステップ3

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

半角英数12桁 3 対象車台選択へ

3 対象車台選択へ
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1 2 3

⇒ 「ボタンをクリックすると、
「解体業者」の事業所情報が表示されます。
表示された内容（事業者／事業所名、郵便番号、
所在地、電話番号）を確認してください。

2 事業者情報表示

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

「２.解体業者の指定」に表示された情報が異なって
いた場合は、入力した「事業所コード」を間違えて
いる可能性があります。 「事業所コード」欄に
正しいコード番号を入力し、 以降の操作を
再度行ってください。

ステップ1
1
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1

【引き渡した解体業者の情報が違う】

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（２）対象車台の選択

他の解体業者に引き渡した使用済自動車／解体自動車
の引渡報告を行う車台を選択・確定します。

確認ポイント

「対象車台の選択（JPRS3232）」画面が表示され
ますので、「２.解体業者情報」に表示された内容に
ついて確認します。

操作ポイント

• 使用済自動車／解体自動車の運搬方法の確認
（「自社運搬、又は引渡先運搬」か、「運搬
委託」か）。

• 引き渡した使用済自動車／解体自動車の車台
番号の確認。

使 用 済 自 動 車 ／ 解 体 自 動 車 の 運 搬 方 法 と 、
他の解体業者に引き渡した車台を選択・確定
します。

4
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3

1

2

※

※ 運搬を他社に委託した場合は、廃棄物処理法上の
「収集運搬許可番号、運搬事業者名」の入力が必須
となりますので、事前に確認しておきましょう。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「３.運搬事業者情報」で、使用済自動車／解体自動車
を解体業者に引き渡した運搬方法を指定します。

ステップ1

• 自社、または引渡先事業者が運搬した場合は、
を ク リ ッ ク し て

ください。

• 自社、または引渡先事業者以外の運搬業者に運搬を
委託した場合は、 をクリックして
ください。

1 自社運搬、又は引渡先運搬

2 運搬委託

※ 自社と引渡先事業所を管轄する自治体が異なる場合、
運搬業者は双方の自治体の収集運搬許可を有すること
が必要です。この場合、電子マニフェストシステムに
は自社が所在する自治体の収集運搬許可番号を入力
してください。
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1

2

※

⇒ を指定した場合、「廃棄物
処理法上の収集運搬許可番号」（半角数字10
～11文字）と「運搬事業者名」（全角）を、
それぞれ入力してください。（入力必須）

2 運搬委託

※

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタンをクリックすると、「情報
管理センターへの報告（JPRS3233）」画面が表示
されます。

「４.引取報告済車台の一覧」に、引取報告を行った
車台が一覧表示されています。
その中から、引渡報告を行う車台を選択し、 「引渡
報告対象選択」欄にチェックします。

ステップ2 ステップ3

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

3

4 引渡先確定
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4

3

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

ボタンをクリックせずに操作
の途中で ボタンをクリックした
場合は、入力内容は保存されません。

4 引渡先確定
メニューに戻る
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4

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（３）情報管理センターへの報告

使用済自動車／解体自動車を他の解体業者に引き渡し
た時は、すみやかに情報管理センターに報告します。

確認ポイント

「情報管理センターへの報告（JPRS3233）」画面
が表示されます。

操作ポイント

引渡報告を行う車台が間違いないことを再度確認
し、情報管理センターへ報告します。

使 用 済 自 動 車 ／ 解 体 自 動 車 の 車 台 番 号 の
再確認。

1
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.引渡先確定済車台の一覧」で、引渡先事業者／
事業所名と、引き渡した使用済自動車の車台番号、
型式、車名を再度確認します。

ステップ1

ボタンをクリックすると、

ステップ2

を選択すると
「処理完了（JPRS0000）」画面（P22参照）が表
示され、解体自動車の「引渡報告」が完了します。

ステップ3

1 センターへ報告

が表示されますので、間違いなければ を、
再確認する場合は を選択します。

OK
キャンセル

OK
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1

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

「２.引渡先確定済車台の一覧」で引渡先事業者／
事業所名と、引き渡した車台番号、型式、車名を
再度確認した際に間違いがあった場合には、情報管理
センターへの報告を行わず、以下の操作を行って
ください。

【確定取消】

作業を一時的に止めたい場合は
ボタンをクリックします。これで引渡先確定を
行った車台の情報は保存され、メニュー選択画面
に戻ります。

ア）引き渡す車台を追加する場合は、
１.２ ボタンを選択してください。

イ）後になって情報管理センターへの報告を
行おうとする場合は、
１.３ ボタンを選択すると、
この画面が表示されます。
これまでに引渡先確定を行った車台の引渡
報告を行ってください。

作業を一時的に止めたい
メニューに戻る

引渡報告

確定済車台
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確定取消

OK
キャンセル

OK

A. 間違いのあった車台を選択し、「確定取消」欄
にチェックしてください。

B. ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、「確定
取消」をする場合は を、もう一度確認
する場合は を選択します。

C. を 選 択 す る と 、 取 り 消 さ れ た 車 台 は
「２.引渡先確定済車台の一覧」より削除されます。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

再資源化基準に従って解体し、未作動エアバッグ類の
処 理 を 行 っ た 解 体 自 動 車 を 、 他 の 破 砕 業 者 に
引き渡した時は、すみやかに破砕業者への引渡報告を
行います。
また、同一事業所内で使用済自動車の解体から、解体
自動車のプレス・せん断処理（破砕前処理）まで
行った場合（解体業と破砕業（破砕前処理）双方の
許可が必要）は、解体業者（自社）から、破砕業者
（自社）への引渡報告を行います。

解体業者（自社）
解体処理

他の破砕業者
解体自動車全部利用者

同一事業所

破砕業者（他社）
プレス・せん断処理
シュレッダー処理

引渡報告

解体業者（自社）
解体処理

破砕業者（自社）
プレス・せん断処理

引渡報告

引渡報告

５.３ 破砕業者への解体自動車の引渡報告

53 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

※ この場合、破砕業者（自社）の「事業者コード」を入力
してください。解体業者（自社）の「事業所コード」と
は異なりますので、注意してください。

【他の破砕業者に引渡しを行った場合】 【同一事業所でプレス・せん断処理
（破砕前処理）まで行った場合】
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第１章 第２章 第３章 第４章

解体自動車を引き渡した破砕業者を入力します。

（１）引渡先事業者の入力

引渡先破砕業者の事業所コードの確認。

確認ポイント

（Ⅰ）画面

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で １ . ４ ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 引 渡 先 事 業 者 の 入 力
（JPRS3241）」画面が表示されます。

引渡報告

1 2

操作ポイント

引渡先の破砕業者の「事業所コード」が必要に
なりますので、事前に先方に確認したうえでこれ
を入力します。

3
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第１章 第２章 第３章 第４章

⇒ ボタンをクリックすると、
「破砕業者」の事業所情報が表示されます。表
示された内容（事業者／事業所名、郵便番号、
所在地、電話番号）を確認してください。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１～３＞

「２.破砕業者の指定」の 「事業所コード」欄に、
引渡先破砕業者の事業所コードを入力します。

ステップ1

1 ボタンをクリックし、引渡先
破砕業者の事業所情報を確認したうえで、

ボタンをクリックします。

ステップ2

3 対象車台選択へ

2 事業者情報表示

半角数字12桁

2 事業者情報表示
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1 2 3

ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、
「対象車台の選択（JPRS3242）」画面が表示され
ます。

ステップ3

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、
警告画面（ダイアログ）と共に入力不備部分が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

「２.破砕業者の指定」に表示された情報が異なって
いた場合は、入力した「事業所コード」を間違えて
いる可能性があります。 「事業所コード」欄に
正しいコード番号を入力し、 以降の操作を再
度すみやかに行ってください。

（Ⅲ）その他

3 対象車台選択へ

1
ステップ1

【引き渡した破砕業者の情報が違う】

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

破砕業者に引き渡した解体自動車の引渡報告を行う
車台を選択・確定します。

（２）対象車台の選択

• 解体自動車の運搬方法の選択（「自社運搬、
または引渡先運搬」か、「運搬委託」か）。

• 引き渡した解体自動車の車台番号の確認。

確認ポイント

（Ⅰ）画面

「対象車台の選択（JPRS3242）」が表示されます
ので、「２.破砕業者情報」、「３.運搬事業者情報」
の内容について確認します。

1

2
3

4

※

操作ポイント

解体自動車の運搬方法と、破砕業者に引き渡した
車台を選択・確定します。

※ 運搬を他社に委託した場合は、廃棄物処理法上の
「収集運搬許可番号、運搬事業者名」の入力が必須
となりますので、事前に確認しておきましょう。

56 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

• 自社、または引渡先事業者が運搬した場合は、
を クリ ッ ク して

ください。

• 自社、または引渡先事業者以外の運搬業者に運搬を
委託した場合は、 をクリックして
ください。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～3＞

「３.運搬事業者情報」で、解体自動車を破砕業者に
引き渡した運搬方法を指定します。

ステップ1

⇒ を指定した場合、「廃棄物
処理法上の収集運搬許可番号」（半角数字10
～11文字）と「運搬事業者名」（全角）を、
それぞれ入力してください。（入力必須）

1 自社運搬、又は引渡先運搬

2 運搬委託

2 運搬委託

※

※ 自社と引渡先事業所を管轄する自治体が異なる場合、
運搬業者は双方の自治体の収集運搬許可を有する
ことが必要です。この場合、電子マニフェストシス
テムには自社が所在する自治体の収集運搬許可番号
を入力してください。
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1

2

※

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタンをクリックすると、
「情報管理センターへの報告（JPRS3243）」画面
が表示されます。

「４.引取報告済車台の一覧」に、引取報告を行った
車台が一覧表示されています。
その中から、引渡報告を行う車台を選択し、 「引渡
報告対象選択」欄にチェックします。

ステップ2

3

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、
警告画面（ダイアログ）と共に入力不備部分が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

ステップ3

4 引渡先確定
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2 3

4

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

ボタンをクリックせずに操作
の途中で ボタンをクリックした
場合は、入力内容は保存されません。

4 引渡先確定

メニューに戻る
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５.  電子マニフェストによる移動報告

4



第１章 第２章 第３章 第４章

解体自動車を破砕業者に引き渡した時は、すみやかに
情報管理センターに報告します。

（３）情報管理センターへの報告

引き渡した解体自動車の車台番号の確認。

確認ポイント

（Ⅰ）画面

「情報管理センターへの報告（JPRS3243）」画面
が表示されます。

操作ポイント

引渡報告を行う車台が間違いないことを再度確認
し情報管理センターへ報告します。
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1

※ メニュー画面で「１.５確定済車台」を選択すると、この
画面が表示されます。
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～3＞

「２.引渡先確定済車台の一覧」で、引渡先事業者／
事業所名と、引き渡した解体自動車の車台番号、型式、
車名を再度確認します。

ステップ1

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体自動車の「引渡報
告」が完了します。

ステップ3

ボタンをクリックすると、

ステップ2

1 センターへ報告

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK

OK

キャンセル

1
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

「２.引渡先確定済車台の一覧」で引渡先事業者／
事業所名と、引き渡した車台番号、型式、車名を
再度確認した際に間違いがあった場合には、情報管理
センターへの報告を行わず、以下の操作を行って
ください。

【確定取消】

作業を一時的に止めたい場合は
ボタンをクリックします。

これで引渡先確定を行った車台の情報は保存され、
メニュー選択画面に戻ります。

ア）引き渡す車台を追加する場合は、
１.２ ボタンを選択してください。

イ）後になって情報管理センターへの報告を
行おうとする場合は、

１.３ ボタンを選択すると、
この画面が表示されます。
これまでに引渡先確定を行った車台の引渡
報告を行ってください。

作業を一時的に止めたい

メニューに戻る

引渡報告

確定済車台
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確定取消

OK
キャンセル

OK

A. 間違いのあった車台を選択し、「確定取消」欄
にチェックしてください。

B. ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、「確定
取消」をする場合は を、もう一度確認
する場合は を選択します。

C. を 選択す ると 、取り 消され た車 台は
「２.引渡先確定済車台の一覧」より削除されます。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

５.４ 解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

（１）認定解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

再資源化基準に従って解体し、未作動エアバッグ類の
処 理 を 行 っ た 解 体 自 動 車 を 、自 動 車 メ ー カ ー 等
（チーム）との委託契約に基づき、国内の電炉・転炉
等（認定解体自動車全部利用者（以下、認定全部利用
者））に引き渡す際は、以下の手順で業務を行います。
通常の引渡報告とは異なりますので、ご注意ください。

１）引渡証明書（検収伝票と荷姿詳細情報）の作成

2）引渡証明書を回収した荷姿の引渡報告

※ 認 定 全 部 利 用 者 へ の 解 体 自 動 車 の 引 渡 し は 、
自動車メーカー等との委託契約に基づいて行うため、
契約をしていない場合はこの移動報告を行うことは
できません。
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① 電子マニフェストの画面上で、引き渡す車台を
搬出するトラック単位で「荷姿」を作成し、確定。

③ 自動車メーカー等（チーム）が指定する検収伝票
に必要事項を記入。

② 電 子 マ ニ フ ェ ス ト シ ス テ ム で 荷 姿 詳 細 情 報
（引き渡す車台の車台番号一覧）を印刷。

④ 検収伝票と印刷した荷姿詳細情報をトラックの
運転手に持たせて搬出。

① 電炉・転炉等より検収伝票と荷姿詳細情報を回収
し記入（受領印等）を確認。

② 問題がな ければ 電子マ ニフェスト システ ムに
ログインし、情報管理センターへの引渡報告を
実施

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

１）引渡証明書（検収伝票証明書と荷姿詳細情報）の作成

解体自動車を、自動車メーカー等（チーム）と契約し
た電炉・転炉等（認定全部利用者）に引き渡す時に、
引渡先の認定全部利用者を指定します。

（Ⅰ）画面

① 引渡先事業者の入力
確認ポイント

委 託 を 受 け て い る 委 託 引 取 会 社 （ 自 動 車
メーカー等（チーム））、電炉等の確認。

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で １ .6 ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 引 渡 先 事 業 者 の 入 力
（JPRS3281）」画面が表示されます。

引渡報告 操作ポイント

自社が委託を受けている「委託引取会社等」を
選択し、「委託引取会社等」との契約関係にある
引渡先の「電炉等」を指定します。

1
2

3
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

「２.メーカーと契約した電炉等の指定」の 「委託
引取会社等」欄において、「 ボタン」をクリックし
て リ ス ト か ら 契 約 関 係 に あ る 「 自 動 車 メ ー カ ー
（チーム）」を選択します。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

ステップ1 ステップ2

ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、
「対象車台の選択（JPRS3282）」画面が表示され
ます。

ステップ3

1 「電炉等名」欄において「 ボタン」をクリック
してリストから引渡先電炉・転炉名を選択します。
2

3 対象車台選択へ

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

（Ⅲ）その他

⇒ 「電炉等名」を選択すると、契約関係にある
引渡先の事業所情報が表示されます。表示され
た内容（所在地、所属メーカー名）を確認して
ください。

2

「２.メーカーと契約した電炉等の指定」の「委託引取
会社等」には、全部再資源化に関する委託契約を締結
した自動車メーカー等（チーム）の名称が表示され
ます。「電炉等名」は、「委託引取会社等」との契約
関係に基づいて表示されます。
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【委託引取会社等と電炉等名について】

1
2

3
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

② 対象車台の選択

電炉・転炉等（認定全部利用者）に引き渡す解体自動
車を搬出するトラック単位で荷姿を作成し、トラック
に積載した車台を選択・確定します。

確認ポイント

「対象車台の選択（JPRS3282）」画面が表示され
ますので、「２.メーカーと契約した電炉等情報」に
ついて確認します。

操作ポイント

• 解体自動車を搬出するトラックの登録番号
（ナンバープレートの番号）の確認。

• 搬出するトラックに積載した解体自動車の
車台番号の確認。

• 解体自動車を搬出するトラックの登録番号を
入力します。

• トラックに積載した車台を選択・確定します。

3

※

1

2
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「トラック登録番号」欄に、解体自動車を搬出
す る ト ラ ッ ク の 「 ト ラ ッ ク 登 録 番 号 （ ナ ン バ ー
プレートの番号）」をすべて全角で入力します。
入力例）品川 １１ お ９９９９

ステップ1 ステップ2

ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、
「情報管理センターへの報告（JPRS3283）」画面
が表示されます。

ステップ3

1 「４.引取報告済車台の一覧」に、すでに自らが引取
報告を行った車台が一覧表示されています。
その中から、トラックに積載した車台を選択し、

「引渡報告対象選択」欄にチェックします。2

3 引渡先確定

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。
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※

1

2

3
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

「５.備考情報」はメモ機能です。
「備考（当該工程用）」は、自社でのみ閲覧可能な

情報を入力し、保存できます。

ボタンをクリックせずに操作
の途中で ボタンをクリックした
場合は、入力内容は保存されません。

3 引渡先確定

メニューに戻る
※

全角／半角200字まで
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※

3

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

③ 荷姿詳細情報の呼出

この画面から荷姿詳細情報（引き渡す車台の車台番号
一覧）を印刷するための画面に遷移します。

確認ポイント

「情報管理センターへの報告（JPRS3283）」画面
が表示されます。

操作ポイント

トラック登録番号の確認。

• 「荷姿詳細情報」を印刷する荷姿（トラック
単位）を選択します。

• この時点では「センターに報告」を行わない。

1
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」で引渡先事業者／事業
所名と、委託引取会社等、荷姿ID、トラック登録番号、
トラックに積載された車台数を再度確認します。

ステップ1 ステップ2

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」の中から、引き渡しを
行う「トラック登録番号」の ボタンを
クリックすると、「荷姿詳細情報（認定全部利用）
（JPRS0900）」画面が表示されます。

1 詳細

1
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この時点では、 ボタンはクリック
しないでください。

センターへ報告

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

確定取消

OK
キャンセル

OK

（Ⅲ）その他

【荷姿内容変更】

作成した荷姿の内容を変更したい場合、以下の操作を
行ってください。

【確定取消】

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」で引渡先事業者／事業
所名と、引き渡した荷姿ID、トラック登録番号、
紐付車台数を再度確認した際に間違いがあった場合に
は、以下の操作を行ってください。
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変更

変更

A. 荷姿内容を変更する荷姿を選択し、「荷姿内容
変更」欄の ボタンをクリックします。

B. ボタンをクリックすると、「対象車台の
選択（JPRS3282）」画面が表示されますので、
トラックに積載した車台の追加および削除を行う
「引渡報告対象選択」欄をチェックして荷姿内容を
変更してください。

A. 間違いのあった荷姿を選択し、「確定取消」欄
にチェックしてください。

B. ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、「確定
取消」をする場合は を、もう一度確認
する場合は を選択します。

C. を選択すると、取り消された荷姿は
「２.引渡先確定済荷姿の一覧」より削除されます。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

④ 荷姿詳細情報の印刷

トラックに積載した解体自動車の情報として荷姿詳細
情報を印刷します。
印刷した荷姿詳細情報と自動車メーカー等（チーム）
が指定する検収伝票に必要事項を記入したうえで
トラックの運転手に渡し、解体自動車と共に認定全部
利用者に引き渡します。

「荷姿詳細情報（JPRS0900）」画面が表示され
ます。

操作ポイント

• 印刷する荷姿詳細情報の内容と、自動車メー
カー等（チーム）が指定する検収伝票の確認。

• 印刷した荷姿詳細情報と自動車メーカー等
（チーム）が指定する検収伝票をトラックの
運転手に持たせ、解体自動車と共に認定全部
利用者に引き渡す。

「荷姿詳細情報」を保存したうえで、画面を印刷
します。

確認ポイント

4

3 2

1 ※
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.荷姿情報」で、荷姿ＩＤ、トラック登録番号、
紐付車台数、紐付状況を再度確認します。

ステップ1 ステップ2

必要に応じて ボタンをクリック
して、画面を保存します。

1 備考情報保存

ボタンをクリックして、画面印刷
します。

ステップ3
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2

1

2 画面印刷P

※ 画 面 印 刷 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト エ ク ス プ ロ ー ラ
（ブラウザ）の設定によって印刷範囲が異なります。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

「４.備考情報」はメモ機能です。
「備考（当該工程用）」は、自社でのみ閲覧可能な

情報を入力し、保存できます。

4 前画面に戻る

※
全角／半角200字まで

ステップ4

印刷が確認できたら、業務の内容によって以下の操作
を行います。

4 前画面に戻る

3 ログアウト

詳細
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4

3

※

５.  電子マニフェストによる移動報告

Ａ. 電子マニフェストシステムを終了する

ボタンをクリックしてください。

Ｂ. 引き続き、別の「荷姿詳細情報」を印刷する

ボタンをクリックすると、
「情報管理センターへの報告（JPRS3283）」画面
（P69参照）が表示されますので、「荷姿詳細情報」
を印刷する「トラック登録番号」の ボタンを
クリックして、同じ操作を繰り返します。

Ｃ. 解体工程の他の引渡報告等を行う

ボタンをクリックすると、
「情報管理センターへの報告（JPRS3283）」画面
が表示されますので、そのうえで
ボタンをクリックしてください。

メニューに戻る



第１章 第２章 第３章 第４章

２）引渡証明書を回収した荷姿の引渡報告

認定全部利用者より検収伝票と荷姿詳細情報を回収
したら、すみやかに情報管理センターに報告します。

（Ⅰ）画面

① 情報管理センターへの報告

確認ポイント

認定全部利用者より回収した検収伝票の受領印等
の存在と「荷姿詳細情報」のトラック番号、
トラックに積載された車台の車台番号を確認。

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で １ .7 ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 情 報 管 理 セ ン タ ー へ の 報 告
（JPRS3283）」画面が表示されます。

確定済荷姿

操作ポイント

• メニュー画面「１.7確定済荷姿」より、操作
を開始します。

• 認定全部利用者に引き渡した荷姿（トラック
単位）を選択し、情報管理センターへ報告
します。

1

2
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※ 回収した検収伝票と荷姿詳細情報は、引渡証明証として
５年間保管してください。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」に、引き渡した荷姿
（トラック単位）が一覧表示されています。
その中から、情報管理センターへ報告を行う荷姿を
選択し、 「引渡報告対象選択」をチェックします。

ステップ1

ボタンをクリックすると、

ステップ2

を選択すると「処理完了JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、認定全部利用者への
「引渡報告」が完了します。

ステップ3

2 センターへ報告

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

OK

1
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1
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

すでに荷姿（トラック単位）に積載した解体
自動車は確定済であり、これを基に荷姿詳細情報
を印刷しているので、この時点で「荷姿内容
変更」の操作は行えません。トラックに積載した
解体自動車に間違いがあった場合等荷姿内容変更
を行う場合は、その旨を認定全部利用者に連絡・
相談のうえ、すみやかに電子マニフェストを操作
し、再度荷姿詳細情報を印刷のうえ、検収伝票と
共に認定全部利用者に引き渡してください。
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1
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第１章 第２章 第３章 第４章

（２）非認定解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告

再資源化基準に従って解体し、未作動エアバッグ類の
処理を行った解体自動車を、独自のルートで電炉・
転炉等や製品原材料として輸出する業者（非認定解体
自動車全部利用者（以下、非認定全部利用者））に
引き渡す際は、右記の手順で業務を行います。通常の
引渡報告とは異なりますので、ご注意ください。 ※ 電子マニフェストシステムの画面を印刷して利用

すると便利です。
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① 引き渡す解体自動車の台数を確認し、電子マニ
フェストシステムの画面上で引き渡す車台を確定。

② 引渡証明 書（引 き渡す 解体自動車 の車台 番号
一覧）の作成。

③ 情報管理センターへ引渡報告を行う。

④ 作 成 し た 引 渡 証 明 書 を ト ラ ッ ク の 運 転 手 に
持たせて搬出。

⑤ 引渡証明書を回収し、非認定全部利用者のサイン
または受領印等を確認して５年間保管。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～2＞

「２.電炉等・廃車ガラ輸出業者の指定」のすべて
の項目に正しく入力してください。

「事業者氏名・名称」を入力します。

「事業者住所・所在地」を入力します。

「事業所名称」を入力します。

「所在地」を入力します。

ステップ1 ステップ2

ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、
「対象車台の選択（JPRS3292）」画面が表示され
ます。

OK

2

※1

※2

※3

※4

全角60字まで

全角90字まで

全角60字まで

1 対象車台選択へ

1 2

※1
※2

※3
※4
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（Ⅰ）画面

１）引渡先事業者の入力

解体自動車を、電炉・転炉等や廃車ガラ輸出業者
（非認定全部利用者）に引き渡す時に、引渡先の
非認定全部利用者を入力します。

引渡先の非認定全部利用者の確認。

確認ポイント

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で １ .8 ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 引 渡 先 事 業 者 の 入 力
（JPRS3291）」画面が表示されます。

引渡報告

操作ポイント

引渡先の非認定全部利用者の事業者・事業所の
氏名・住所を入力します。

５.  電子マニフェストによる移動報告

全角90字まで



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

２）対象車台の選択

電炉等・廃車ガラ輸出業者等（非認定全部利用者）に
引き渡す車台を選択・確定します。

「対象車台の選択（JPRS3292）」画面が表示され
ます。

操作ポイント

• 引渡先の非認定全部利用者の情報、引渡先
種別の確認。

• 引き渡す解体自動車の車台番号の確認。

引渡先の非認定全部利用者の「引渡先種別」と、
非 認 定 全 部 利 用 者 に 引 き 渡 す 車 台 を
選択・確定します。

3

確認ポイント

2

5

4

1

※ 電炉処理・転炉処理等か、解体自動車（廃車ガラ）
の輸出かを確認します。
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.電炉等・廃車ガラ輸出業者情報」の「引渡先
種別」欄で、非認定全部利用者の種別指定します。

ステップ1 ステップ2

「３.引取報告済車台の一覧」に、すでに自らが引取
報告を行った車台が一覧表示されています。
その中から、非認定全部利用者に引き渡す車台を選択
し、 「引渡報告対象選択」欄にチェックします。3

電炉処理・転炉処理等1

解体自動車（廃車ガラ）の輸出2
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3

21

• 引渡先の非認定全部利用者が電炉・転炉等の場合、
を ク リ ッ ク し て

ください。

• 引渡先の非認定全部利用者が廃車ガラ輸出業者の
場合は、 を
クリックしてください。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

⇒ 電子マニフェストシ ステムを利用して
「 車 台 番 号 一 覧 」 を 印 刷 す る 場 合 は 、

の操作を終えた状態で、画面右上
の ボタンをクリックする
と、表示された画面が印刷されます。

電子マニフェストシステムを利用して
「車台番号一覧」を印刷する

ステップ2

※ 「引渡証明書について」をご覧ください
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4

4 画面印刷P

引渡証明書は、記載する内容が主務省令で定められ、
非認定全部利用者に解体自動車を引き渡した事実
（いつ、誰が、誰にどの車台（車台番号）を引き渡し
たか）を証する書面として作成します。

引渡証明書（引き渡す解体自動車の車台番号一覧）が
完 成 し た ら 、 す み や か に 、 解 体 自 動 車 と 共 に
非認定全部利用者に引き渡します。

非認定全部利用者に解体自動車を引き渡した時は
その事実を証する書面として引渡証明書を５年間
保管しなければなりません。

※ 車 台 番 号 一 覧 を 手 書 き す る こ と は 大 変 で す か ら 、
電子マニフェストシステムの対象車台の選択画面を
印刷し、これをトラックの運転手に持たせて、解体
自動車とともに非認定全部利用者に渡した後、非認定全
部利用者のサイン・受領印を押印してもらったうえで回
収し、５年間保管する方法をお勧めします。

【引渡証明書について】

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

OK

ボタンをクリックせずに操作の
途中でボタンをクリックした場合は、入力内容は
保存されません。

5 引渡先確定
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5

ボタンをクリックすると、
「情報管理センターへの報告（JPRS3293）」画面
が表示されます。

ステップ3

5 引渡先確定

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

３）情報管理センターへの報告

解体自動車を非認定全部利用者に引き渡した時は、
すみやかに情報管理センターに報告します。

「情報管理センターへの報告（JPRS3293）」画面
が表示されます。

操作ポイント

引き渡した解体自動車の車台番号の確認。

引 渡 報 告 を 行 う 車 台 が 間 違 い な い こ と を 、
再度確認してください。

確認ポイント

1
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.引渡先確定済車台の一覧」で引取報告日、引渡先
事業者／事業所名、車台番号、型式、車名を再度確認
します。

ステップ1

ボタンをクリックすると、

ステップ2

1 センターへ報告

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル
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1

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面が表示され、非認定全部利用者への｢引渡報告｣が
完了します｡

ステップ3

OK

解体自動車の輸出を行う際に必要な画面を印刷する
場合は、 ボタン をクリッ ク
します｡

ステップ4

2 移動報告結果一覧

⇒ ｢自社取扱車台の確認（JMES3120）｣画面が
表示されます｡

印刷方法については18７ページをご覧ください

2
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

確定取消

OK
キャンセル

OK

（Ⅲ）その他

入力間違い等があった場合、情報管理センターへの
報告を行わず、以下の操作を行ってください。

引渡証明書は、必ず非認定全部利用者から回収し、
以下の点に注意してください。

作業を一時的に止めたい場合は
ボタンをクリックします。

これで引渡先確定を行った車台の情報は保存され、
メニュー選択画面に戻ります。

ア）引き渡す車台を追加する場合は、
１.8 ボタンを選択してください。

イ）後になって情報管理センターへの報告を
行おうとする場合は、

１.9 ボタンを選択すると、
この画面が表示されます。
これまでに引渡先確定を行った車台の引渡
報告を行ってください。

作業を一時的に止めたい

メニューに戻る

引渡報告

確定済車台
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【引渡証明書について】

【確定取消】

• 引取証明書は、非認定全部利用者のサインまたは
受領証を押印のうえ、回収してください。

• 非認定全部利用者に解体自動車を引き渡した場合、
引渡証明書を解体自動車の引渡日より5年間保管
することが法律上義務付けられています。

A. 対象となる車台を選択し、「確定取消」欄にチェッ
クしてください。

B. ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、「確定
取消」をする場合は を、もう一度確認
する場合は を選択します。

C. を 選 択 す る と 、 対 象 と な る 車 台 は
「2.引渡先確定済車台の一覧」より削除されます。
「確定取消」を行った車台は、「対象車台の選択
(JPRS3292)」画面の「4.引取報告済み車台の
一覧」に表示されます。再度操作を行ってくだ
さい。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

５.５ エアバッグ類の引渡報告

使用済自動車の引取報告を行った際に自社処理を選択
した場合は、必ずエアバッグ類の引渡報告が必要と
なります。
エアバッグ類の引渡報告は、エアバッグ類の処理方法
を選択したうえで、処理方法ごとに異なる方法で行い
ます。

確認ポイント

• エアバッグ類の処理を行った解体自動車の
車台番号の確認

• エアバッグ類の処理方法の確認
1）取外回収
2）車上作動処理
3）一部取外回収・一部車上作動処理

未作動エアバッグ類の取外回収、または車上作動処理
を行った場合は、すみやかにエアバッグ類の処理方法
を選択します。
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（１）エアバッグ類処理方法の選択

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

操作ポイント

「 エ ア バ ッ グ 類 を 処 理 し た 方 法 を 選 択 し 、
保存します。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で１.10 ボタンを
クリックすると、「処理結果入力（JPRS3260）」
画面が表示されます。

処理選択

1

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１～４＞

ステップ1

「2. 処理対象車台の一覧」には、自らが使用済自動車
の引取報告を行った際に、エアバッグ類処理対象選択
で「自社処理」を選択した車台の一覧が表示されます。
車台番号を確認し、エアバッグ類を処理した方法に
従って 「回収」、「作動」の該当する欄をチェッ
クします。

1

「回収」のみ：
全ての未作動エアバッグ類を取外回収した
場合にチェックします。

「作動」のみ：
全ての未作動エアバッグ類を車上作動処理
した場合にチェックします。

「回収」と「作動」 ：
一部取外回収・一部車上作動処理した場合、
双方にチェックします。
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５.  電子マニフェストによる移動報告

エアバッグ類の車上作動処理を行うには、一般社団
法人自動車再資源化協力機構との車上作動処理の契
約が必要となります。
契約無しで車上作動処理を行うと、自動車リサイク
ル法違反となりますので、ご注意ください。

２

ステップ2

ボタンをクリックすると、画面に
入力した内容が保存されます。
2 処理結果保存

3

3 保存して車上作動報告画面へ ボタンをクリック
すると、画面に入力したチェック項目が保存されます。



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタンをクリックし、「メニュー
選択画面」に戻ります。
⇒ 引き続きエアバッグ類の引渡報告を行う場合は、

ステップ2

4 メニューに戻る

引渡報告

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。引渡報告
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A. 「取外回収」、「一部取外回収・一部車上作動
処 理 」 し た エ ア バ ッ グ 類 の 引 渡 報 告 ：

１.11 ボタンをクリックします。
B. 「 車 上 作 動 処 理 」 し た エ ア バ ッ グ 類 の 引 渡

報告：
１.13 ボタンをクリックします。

５.  電子マニフェストによる移動報告

4

２ 3

3



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

2 処理結果保存

4 メニューに戻る

１

１

※ 取外回収したエアバッグ類について「引渡報告」
を行うことで、車上作動処理したエアバッグ類に
ついても「引渡報告」が行われたと自動的にみな
します。
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1

• ボタンをクリックせずに
操作の途中で ボタンを
クリックした場合は、入力内容が保存され
ません。

• 自動車メーカー等と「車上作動処理」の契約
をしていない場合、「２.処理対象車台の
一覧」欄の 「作動」チェック欄はグレー
で表示され（非活性）、選択できません。

• 「回収」、「作動」双方をチェックした場
合（機械式エアバッグと電気式エアバッグの
装備車）の「引渡報告」は、「取外回収した
エアバッグ類の引渡報告」を行うことで完了
します。

５.  電子マニフェストによる移動報告

4 ２



第１章 第２章 第３章 第４章

取外回収を行ったエアバッグ類を引き渡す指定引取
場所を指定します。

確認ポイント

引渡先のエアバッグ類指定引取場所の事業所
コード確認。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で１.11 ボタンを
ク リ ッ ク す る と 、 「 引 渡 先 事 業 者 の 入 力
（JPRS3261）」画面が表示されます。

引渡報告 操作ポイント

引渡先のエアバッグ類指定引取場所の「事業所
コ ー ド 」 が 必 要 に な り ま す の で 、 事 前 に
確認したうえで入力します。

１ ２

３

１）引渡先事業者の入力

使用済自動車からすべての未作動エアバッグ類を取外
回収し、エアバッグ類を指定引取場所へ引き渡した時
は、すみやかにエアバッグ類の引渡報告を行います。
「処理方法の選択」画面で「回収」のみをチェック
した車台が対象になります。
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（２）エアバッグ類（取外回収）の引渡報告

詳しくは89ページ以降をご覧ください

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１～3＞

ステップ1

「2.エアバッグ類指定引取場所の指定」の 「事業
所コード」欄に、「指定引取場所」の事業所コードを
入力します。

１

半角英数12字

ステップ２

ボタンをクリックします。2 事業者情報表示

2 事業者情報表示

ステップ3

ボタンをクリックすると、
「対象車台の選択（JPRS3262）」画面が表示され
ます。

３ 対象車台選択へ

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

（Ⅲ）その他

「2.エアバッグ類指定引取場所の指定」に表示された
情報が異なっていた場合は、入力した「事業所コー
ド」を間違えている可能性があります。 「事業所
コード」欄に正しいコード番号を入力し、 以
降の操作を再度すみやかに行ってください。

１
ステップ1

詳しくは94ページ以降をご覧ください
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【引き渡す指定引取場所の情報が違う】

⇒ ボタンをクリックすると、
「指定引取場所」の事業所情報が表示されます。
表示された内容（事業者／事業所名、郵便番号、
所在地、電話番号、所属メーカー名）を確認
してください。

１ ２

３

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

２）対象車台の選択

取外回収のエアバッグ類の引渡報告は、荷姿単位
（回収ケース）で行います。取外回収した未作動エア
バッグ類を収納した回収ケースのケース番号を入力し、
荷姿を作成したうえで、引取報告済み車台の一覧から、
回収ケースにエアバッグ類を収納した車台番号を
選択・確定します。

確認ポイント

「対象車台の選択（JPRS3262）」画面が表示され
ます。

操作ポイント

取外回収したエアバッグ類を収納した回収ケース
の「ケース番号」とエアバッグ類を取外回収した
車台番号の確認。

• 取外回収したエアバッグ類を収納した回収
ケースの番号を入力します。

• 回収ケースに収納したエアバッグ類を取外
回収した車台を選択・確定します。
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５.  電子マニフェストによる移動報告

012-345-6789    

○ＡＢＣＡＢ 株式会社 ＱＱＷＷ事業所

■□□◇ 株式会社 ○○○

○×県△□市ＡＳＤＦ１２－３－４

123456780104   

202033330012  

123-4567  

所属メーカー名 ◎△自動車工業（株）、●●○自動車（株）、（株）ＪＩＤＯＵＳＨＡ

KJH123-4567890            

ERT123-4567890       

DFG-KJH123            

ABC-ERT123       

トラック

スポーツカー

トラック 株式会社

スポーツカー 株式会社

1

4

3

2

5

6

※1

※2

※3



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「３.運搬事業者情報」で、エアバッグ類を指定引取
場所に引き渡した運搬方法を指定します。自動車
リサイクルシステムへの登録の申込みの際に指定した
運搬方法を指定します。

ステップ1

• 自 社 が 運 搬 し た 場 合 は 、 を
クリックしてください。

• 「エアバッグ類運搬ネットワーク」またはその他
の廃棄物処理法上の収集運搬業許可を有する運搬
業者に運搬を委託した場合は、 を
クリックしてください。

1 自社運搬

2 運搬委託

⇒ を指定した場合、「（事業者
名等：」の後の の欄に「運搬事業者名と
廃棄物処理法上の収集運搬許可番号」を入力
してください。（入力必須）

2 運搬委託

※ 自社と引渡先事業所を管轄する自治体が異なる場合、
運搬業者は双方の自治体の収集運搬許可を有すること
が必要です。この場合、電子マニフェストシステムに
は自社を管轄する自治体の収集運搬許可番号を入力
してください。

全角／半角100字まで

※1
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５.  電子マニフェストによる移動報告

012-345-6789    

○ＡＢＣＡＢ 株式会社 ＱＱＷＷ事業所

■□□◇ 株式会社 ○○○

○×県△□市ＡＳＤＦ１２－３－４

123456780104   

202033330012  

123-4567  

1

2 ※1



第１章 第２章 第３章 第４章

「５.引取報告済車台の一覧」に、「処理方法の選択」
画面で「回収」を選択した車台が一覧表示されて
い ま す 。 そ の 中 か ら 、 回 収 ケ ー ス に 収 納 し た
エアバッグ類を取外回収した車台を選択し、 「引渡
報告対象選択」欄にチェックします。

「ケース番号」欄に未作動エアバッグ類を収納
した「回収ケース」の「ケース番号」を入力します。

ステップ2 ステップ3

3

4
半角英数7字
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５.  電子マニフェストによる移動報告

012-345-6789    

○ＡＢＣＡＢ 株式会社 ＱＱＷＷ事業所

■□□◇ 株式会社 ○○○

○×県△□市ＡＳＤＦ１２－３－４

123456780104   

202033330012  

123-4567  

所属メーカー名

KJH123-4567890            

ERT123-4567890       

DFG-KJH123            

ABC-ERT123       

トラック

スポーツカー

トラック 株式会社

スポーツカー 株式会社

◎△自動車工業（株）、●●○自動車（株）、（株）ＪＩＤＯＵＳＨＡ

HJ2LO3-4567890            

VC23-4567890       

KIU-HJ2LO3            

ZXC-VC123       

乗用車

○△□×

株式会社 乗用車工業

○△□× 株式会社

3

4

5



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタンをクリックすると、「情報
管理センターへの報告（JPRS4243）」画面が表示
されます。

ステップ4

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

5 引渡先確定

5
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタン、 ボタン
をクリックせずに操作の途中で

ボタンをクリックした場合は、
入力内容は保存されません。

荷姿確定

（Ⅲ）その他

5 引渡先確定

メニューに戻る

ボタンをクリックすると、指定引取
場所に引き渡す回収ケースにエアバッグ類を収納した
ケース番号と 「引渡報告対象選択」欄で選択した
車台が関連付けされ、「荷姿」情報として保存され
ます。

の状態で ボタンをクリック
すると、 「引渡報告対象選択」欄で選択した車台
が一覧表から消えます。
再度 から同様の操作を繰り返すことで、
この画面で荷姿を連続して作成することができます。

ボタンをクリックして「情報管理
センターへの報告」を表示すると、この画面で保存
された荷姿が表示されます。

4

ステップ3

荷姿確定

4

ステップ1

5 引渡先確定

4

6
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【連続して荷姿を作成する場合】

5

荷姿確定

７

6

6

6

７

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

「6.備考情報」はメモ機能です。

「備考（当該工程用）」は、自社でのみ閲覧
可能な情報を入力し、保存できます。

「次工程（次業者）への申し送り事項」は、
次工程に対する注意、要望等の情報を移動
報告と共に送ることができます。

全角／半角200字まで

※2

※3

全角／半角200字まで

「７.参考情報」は引渡先のエアバッグ類指定引取場所
と、委託契約を締結しているメーカー名を表示して
います。

※2

※3
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５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

３）情報管理センターへの報告

引渡報告を行う「荷姿」を選択・確定し、情報管理
センターに報告します。

確認ポイント

「情報管理センターへの報告（JPRS3263）」画面
が表示されます。

操作ポイント

指定引取場所に引き渡した「荷姿」（回収ケース）
を選択し、情報管理センターへ報告します。

引き渡した「荷姿」（回収ケース）の荷姿IDと
ケース番号の確認。
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５.  電子マニフェストによる移動報告

4

3１

2



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

101 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

4

3

５.  電子マニフェストによる移動報告

１

2

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」に、引渡先を確定した
「荷姿」が一覧表示されています。引渡先事業者／
事業所名と、荷姿ID、ケース番号、ケースに収納され
た車台数を再度確認したうえで、集荷依頼を行う
「荷姿」を選択し、 「集荷依頼／持込連絡」欄に
チェックします。

「集荷依頼／持込連絡」ボタンをクリックすると
集荷依頼が完了します。

ステップ１

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」に、集荷依頼済の
「荷姿」を確認したうえで、その中から情報管理
センターへの報告を行う「荷姿」を選択し、
「引渡報告対象選択」欄にチェックします。

ステップ2

3

1

2

5

エアバッグ類の「集荷依頼／持込連絡」欄のチェック
を行い、集荷依頼を完了すると「引渡報告対象選択」
欄がチェック可能となります。



第１章 第２章 第３章 第４章

A. 間違いのあった車台を選択し、「確定取消」欄に
チェックしてください。

B. ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、「確定
取消」をする場合は を、もう一度確認
する場合は を選択します。

C. を選択すると、取り消された「荷姿」は
「２.引渡先確定済荷姿の一覧」より削除されます。

A. 荷姿内容を変更する「荷姿」を選択し、「選択」欄
のボタンをクリックします。

B. ボタンをクリックすると、「対象荷姿の
選択（JPRS2452）」画面が表示されますので、
回収ケースに収納したエアバッグ類の追加を行う等、
「荷姿」の変更をしてください。

（Ⅲ）その他

「２.引渡先確定済荷姿の一覧」で引渡先事業者／
事業所名と、ケース番号、ケースに収納された車台数
を再度確認した際に間違いがあった場合には、情報
管理センターへの報告を行わず、以下の操作を行って
ください。

【確定取消】

作成した「荷姿」の内容を変更したい場合等、情報管
理センターへの報告を行わない場合は、以下の操作を
行ってください。

【荷姿内容変更】

変更
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確定取消

OK
キャンセル

OK

５.  電子マニフェストによる移動報告

ボタンをクリックすると、４ センターへ報告

というメッセージが表示されますので、間違いがなけ
れば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「引取報告の完了
（JPRS0000）」画面（P22参照）が表示され、
エアバッグ類引渡報告（取外回収）の引渡報告が完了
します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、
警告画面（ダイアログ）と共に入力不備部分が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

ステップ3

「集荷依頼／持込連絡一覧（JPRS3700）」画面で
集荷依頼を取り消す場合には、情報管理センターへの
報告を行わず、以下の操作を行ってください。

【集荷取消】

A. 集荷依頼を取り消す「荷姿」を選択し、「選択」
欄にチェックします。

B. ボタンをクリックすると、対象の
「荷姿」の集荷依頼を取り消します。

取消5



第１章 第２章 第３章 第４章

1

2

すべての未作動エアバッグ類を車上作動処理した時は、
すみやかにエアバッグ類の引渡報告を行います。
車上作動処理のエアバッグ類の引渡報告は、自動車
メーカー等との契約に基づいて行うため、契約をして
いない場合は移動報告を行うことができません。
例えば、車上作動処理は、「処理方法の選択」画面で
「作動」のみを選択した車台が対象になります。
（P89参照）

（Ⅰ）画面

確認ポイント

メニュー選択画面で１.13 ボタンを
ク リ ッ ク す る と 、 「 情 報 管 理 セ ン タ ー へ の 報 告
（JPRS3264）」画面が表示されます。

引渡報告

エアバッグ類を車上作動処理した車台番号の確認。

エアバッグ類を車上作動処理した車台を選択し、
情報管理センターへ報告します。

操作ポイント

103 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

（３）エアバッグ類（車上作動処理）の引渡報告

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.引渡先事業者情報（自動表示されます）」に自社
の内容が表示されますのでこれを確認します。

ステップ1

「３.引渡先確定済車台の一覧」に、「処理方法の
選択」画面で「作動」のみを選択した車台の一覧が
表示されます。引取報告日、車台番号、型式、車名を
再度確認します。その中から、エアバッグ類の車上
作動処理を行った車台を選択し、 「引渡報告対象
選択」欄にチェックします。

ステップ2

ステップ3

1

を選択する「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、エアバッグ類引渡
報告（車上作動処理）の引渡報告が完了します。

ステップ4

OKボタンをクリックすると2 センターへ報告

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル
OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

1

2

104 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

５.  電子マニフェストによる移動報告

操作ポイント

処理方法選択画面で
を押した時のチェック内容に反映されます。

保存して車上作動報告画面へ



第１章 第２章 第３章 第４章

（４）エアバッグ類（一部取外回収・一部車上作動処理）の引渡報告

使用済自動車の未作動エアバッグ類の一部を取り外し、
残りを車上作動処理をした場合（「処理方法の選択」
画面で「回収」・「作動」の双方を選択した場合
（P89参照））のエアバッグ類引渡報告については、
取外回収したエアバッグ類について引渡報告を行う
ことで完了します。

105 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

詳しくは92～102ページをご覧ください

※ 取外回収したエアバッグ類について引渡報告をすること
で、車上作動処理したエアバッグ類についても引渡報告
が行われたと自動的にみなします。

５.  電子マニフェストによる移動報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（１）確認通知の発生時期

６.  状況の表示

解体業者の状況の表示とそれに対する対応について説
明します。

解体工程では、以下のような場合に、確認通知が
情報管理センターからなされます。

（２）確認通知発生の有無の確認

移動報告等の作業の有無に係らず、メニュー選択
画面については毎日開き、確認通知の発生状況を
確認するようにしてください。

１）確認通知が発行されていない時

メニュー選択画面の「２．状況の表示」欄に赤字の
表示はなく、 ボタンは、クリックできま
せん。

確認通知

２）確認通知が発行された時

「２.状況の表示」欄の確認通知が発行された箇所に、
「×件の確認通知が発生しています」と、赤字で表示
され、 ボタンがクリックできる状態に
なります。

確認通知

自社が使用済自動車/
解体自動車の

引取報告を行った後

自社が
120日以内に

使用済自動車／解体自動車またはエアバッグ類の
「引渡報告」を行わなかった場合

自社が使用済自動車/
解体自動車の

引渡報告を行った後

引渡先が
5日以内に

使用済自動車／解体自動車の
「引取報告」を行わなかった場合

自社がエアバッグ類の
引渡報告を行った後

指定引取場所が
15日以内に

エアバッグ類の
「引取報告」を行わなかった場合

106 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

６.１ 確認通知の基本事項

※ 確認通知までの期間は、移動報告日から起算して計算（土日、祝日等も含む）。

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

自治体への遅延報告の通知

自社が使用済自動車／解体自動車またはエアバッグ類の
「引渡報告」を行わなかった場合 確認通知発行日＋10日

引渡先が使用済自動車／解体自動車の「引取報告」を
行わなかった場合 確認通知発行日＋3日

指定引取場所がエアバッグ類の「引取報告」を行わなかった場合 確認通知発行日＋3日

確認通知が発行された後、以下の期間経過しても移動報告が行われなかった場合、情報管理センターは都
道 府 県 等 へ 遅 延 報 告 を 自 動 的 に 送 付 し 、 都 道 府 県 等 は 必 要 に 応 じ て 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う
勧告・命令等を行います。

（３）確認通知発生時の対応

確認通知が発生している欄の ボタンを
クリックして、移動報告の未実施状況を確認のうえ、
すみやかに対応してください。

確認通知

１）引渡しと運搬状況の確認

自社が引渡先へ使用済自動車／解体自動車または
エアバッグ類を本当に引き渡しているか否かを運搬
状況を含めて確認してください。

２）自社が引き渡していなかった場合

自社が使用済自動車／解体自動車またはエアバッグ類
を引き渡していなかった場合は、使用済自動車／解体
自動車またはエアバッグ類を引き渡し、引渡先にて
引取報告を行うよう要請してください。

３）自社が引渡し済みの場合

自社が使用済自動車／解体自動車またはエアバッグ類
を 引 渡 し 済 み の 場 合 は 、 引 渡 先 の 状 況 （ 不 適 正
処理がないか）を確認のうえ、引渡先にて引取報告を
行うよう要請してください。
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詳しくは108ページをご覧ください

特に、自社が引渡報告済みで、引渡先が引取報告を
行っていない場合、以下の手順で対応してください。

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（１）破砕業者等への使用済自動車／解体自動車引渡報告未実施状況

使用済自動車の引取報告を行った後、「120日以内」
に破砕業者等へ使用済自動車／解体自動車の引渡報告
を行わなかった場合、メニュー選択画面に「確認
通知」を発行した旨を赤字で表示しますので右記の点
を確認してください。

メニュー選択画面で、２.１ ボタンを
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 車 台 の 確 認
（JMDS3200）」画面が表示されます。

• 自社で引取報告を行った使用済自動車／解体
自動車のうち、確認通知が発行されている
車台を確認。

• 使用済自動車／解体自動車の有無を確認のう
え、必要に応じてすみやかに引渡報告を実施。

確認ポイント

確認通知

1

108 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

６.２ メニューごとの画面表示

メニューごとの ボタンは、確認通知
が発行されていなければ、非活性（ボタンをクリック
できない状態）です。「確認通知」が発行されると、
メニュー上に赤字で確認通知の発生件数を表示すると
共に、ボタンが操作できる状態となります。

確認通知 以 下 で メ ニ ュ ー ご と の 画 面 表 示 を 説 明 し ま す 。
メニュー選択画面上の各メニューの左側に記載されて
いる「２.１」等の番号順に説明します。

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）確認通知が発生した場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引渡報告遅延車台の一覧」に、自社の引渡報告が
遅延となっている車台が表示されますので、これを
確認します。

ステップ1 ステップ2

対象となる車台を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 該当車両の引渡しの有無を確認し、必要に応じ
てすみやかに破砕業者等への引渡しと引渡報告
を行ってください。

（Ⅲ）自治体への遅延報告

「確認通知」発生日より10日以内に移動報告が
行われなかった場合、情報管理センターより自動的に
自社を管轄する都道府県等へ「遅延報告」が送付され、
自治体は必要に応じ、適切な措置等を講ずるよう
勧告・命令等を行います。
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1

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（２）メーカー指定引取場所へのエアバッグ類引渡報告の未実施状況

使用済自動車の引取報告を行った後、「120日以内」
に使用済自動車のメーカー指定引取場所へエアバッグ
類の引渡報告を行わなかった場合、メニュー選択画面
に「確認通知」が発生した旨が赤字で表示されます。
右記の点を確認してください。

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で 、 ２ .２ ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 車 台 の 確 認
（JMDS3260）」画面が表示されます。

• 自社で引取報告を行ったエアバッグ類のうち、
確認通知が発行されているエアバッグ類を
確認。

• エアバッグ類の有無を確認のうえ、必要に
応じてすみやかに引渡報告を実施。

確認ポイント

確認通知
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1

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）確認通知が発生した場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引渡報告遅延車台の一覧」に、自社の引渡報告が
遅延となっている車台が表示されますので、これを
確認します。

ステップ1 ステップ2

対象となる車台を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 自社保管の使用済自動車より該当車両の有無を
確認し、必要に応じてすみやかに指定引取場所
への引渡しと引渡報告を行ってください。

（Ⅲ）自治体への遅延報告

「確認通知」発生日より10日以内に移動報告が
行われなかった場合、情報管理センターより自動的に
自社を管轄する都道府県等へ「遅延報告」が送付され、
自治体は必要に応じ、適切な措置等を講ずるよう
勧告・命令等を行います。

1
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６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（３）引渡先（解体業者）での
使用済自動車／解体自動車引取報告の未実施状況

使用済自動車／解体自動車の引渡報告を行った後、
引渡先の解体業者が「５日以内」に使用済自動車／
解体自動車の引取報告を行わなかった場合、メニュー
選択画面に「確認通知」を発行した旨が赤字で表示
されます。右記の点を確認してください。

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で 、 ２ .３ ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 車 台 の 確 認
（JMDS3130）」画面が表示されます。

• 自社で引渡報告を行った使用済自動車／解体
自動車のうち、確認通知が発行されている
車台を確認。

• 自社が解体業者へ使用済自動車／解体自動車
を引き渡したか否か、使用済自動車／解体
自動車が確実に解体業者へ引き渡されたか
否か、引渡先の状況（不適正処理がないか）
を確認。

確認ポイント

確認通知
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1

※ 使用済自動車／解体自動車が解体業者に引き渡され
たことが確認された場合、解体業者に引取報告を
行うよう要請します。

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）確認通知が発生した場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引取報告遅延車台の一覧」に、引渡先事業者の引
取報告が遅延となっている車台が表示されますので、
これを確認します。

ステップ1 ステップ2

対象となる車台を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 引渡先の解体業者に該当車両の引取りの有無を
確認し、必要に応じてすみやかに引取報告を行
うよう、要請してください。

（Ⅲ）自治体への遅延報告

「確認通知」発生日より３日以内に移動報告が行われ
なかった場合、情報管理センターより自動的に自社を
管轄する都道府県等へ「遅延報告」が送付され、自治
体は必要に応じ、適切な措置等を講ずるよう勧告・
命令等を行います。
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1

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（４）引渡先（破砕業者）での解体自動車引取報告の未実施状況

解体自動車の引渡報告を行った後、引渡先の破砕業者
が 「 ５ 日 以 内 」 に 解 体 自 動 車 の 引 取 報 告 を 行 わ
なかった場合、メニュー選択画面に「確認通知」を
発行した旨が赤字で表示されます。右記の点を確認
してください。

メニュー選択画面で、２.４ ボタンを
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 車 台 の 確 認
（JMDS3140）」画面が表示されます。

• 自社で引取報告を行った解体自動車のうち、
確認通知が発行されている車台を確認。

• 自社が破砕業者へ解体自動車を引き渡したか
否か、解体自動車が確実に破砕業者へ引き
渡されたか否か、引渡先の状況（不適正処理
がないか）を確認。

確認ポイント

確認通知
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1

※ 解体自動車が破砕業者に引き渡されたことが確認
された場合、破砕業者に引取報告を行うよう要請
します。

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）確認通知が発生した場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引取報告遅延車台の一覧」に、引渡先事業者の
引取報告が遅延となっている車台が表示されますので、
これを確認します。

ステップ1 ステップ2

対象となる車台を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 引渡先の破砕業者に該当車両の引取りの有無を
確認し、必要に応じてすみやかに引取報告を行
うよう、要請してください。

（Ⅲ）自治体への遅延報告

「確認通知」発生日より3日以内に移動報告が行われ
なかった場合、情報管理センターより自動的に自社を
管轄する都道府県等へ「遅延報告」が送付され、自治
体は必要に応じ、適切な措置等を講ずるよう勧告・
命令等を行います。
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1

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

（５）引渡先（メーカー指定引取場所）での
エアバッグ類引取報告の未実施状況

エアバッグ類の引渡報告を行った後、引渡先のメー
カー指定引取場所が「15日以内」にエアバッグ類の
引取報告を行わなかった場合、メニュー選択画面に
「確認通知」が発生した旨が赤字で表示されます。
右記の点を確認してください。

メ ニ ュ ー 選 択 画 面 で ２ . ５ ボ タ ン を
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 荷 姿 の 確 認
（JMDS3160）」画面が表示されます。

• 自社で引渡報告を行ったエアバッグ類のうち、
確認通知が発行されているエアバッグ類を
確認。

• 自社がメーカー指定引取場所へエアバッグ類
を引き渡したか否か、エアバッグ類が確実に
メーカー指定引取場所へ引き渡されたか否か、
引渡先の状況（不適正処理がないか）を確認。

確認ポイント

確認通知
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６.   状況の表示

1234567

4567890

7890123

1122334

1



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）確認通知が発生した場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引取報告遅延荷姿の一覧」に、引渡先事業者の
引取報告が遅延となっている荷姿が表示されますので、
これを確認します。

ステップ1 ステップ2

対象となる荷姿を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 引渡先のメーカー指定引取場所、または運搬会
社に確認のうえ、必要に応じてすみやかに
メーカー指定引取場所にて引取報告を行うよう、
要請してください。
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６.   状況の表示

1234567

4567890

7890123

1122334

1



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）自治体への遅延報告

「確認通知」発生日より３日以内に移動報告が行われ
なかった場合、情報管理センターより自動的に自社を
管轄する都道府県等へ「遅延報告」が送付され、自治
体は必要に応じ、適切な措置等を講ずるよう勧告・
命令等を行います。

【画面印刷】

エアバッグ類の荷姿については、メニュー選択画面
３.４ より「荷姿ID」で検索できます。
（P135参照）
この画面を印刷して保管しておくと便利ですので、
印刷・保管をお勧めします。

荷姿閲覧

118 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

６.   状況の表示



第１章 第２章 第３章 第４章

７.１ 引渡報告未実施車台の閲覧

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

電子マニフェストシステムにおいては、自社が取り
扱った使用済自動車／解体自動車・エアバッグ類に
関して以下の項目をパソコンの画面上で閲覧すること
が可能です。

自社が引取報告を行った車台のうち、引渡報告が
未実施である車台を確認する場合に利用します。

使用済自動車／解体自動車の引渡報告とエアバッグ類
の引渡報告のどちらかが未実施の車台が表示されます。

引渡報告未実施車台
を閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.1 車台閲覧

引渡報告未実施
車台の閲覧

123ページ参照

119 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

７.２ エアバッグ類適正処理情報の閲覧

自動車再資源化協力機構（JARP）で公開している
エアバッグ類の取外回収、車上作動処理の方法等の
エアバッグ類適正処理情報が表示されます。

エアバッグ類適正処理
情報を閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.2 適正処理

エアバッグ類
適正処理情報の表示

メーカー等から該当する車台を検索し
エアバッグ類適正処理情報を

閲覧することができます

※ 自動車再資源化協力機構（JARP）のホームページと
リンクしています。

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

車台の引渡報告した後の
移動報告状況を閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.3 車台閲覧

検索条件の入力

自社の移動報告実績
の閲覧の場合

(ファイルダウンロード)

後工程事業者の
移動報告実施状況

の閲覧の場合

取扱車台の確認

後工程の移動報告
状況確認

127ページ参照 128ページ
参照

７.３ 使用済自動車／解体自動車に関する移動報告状況の閲覧

自社が取り扱った使用済自動車／解体自動車の移動
報告の実績を確認する場合、また特定車台の自社
以降の移動報告状況を確認する場合に利用します。

120 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

７.４ エアバッグ類に関する移動報告状況の閲覧

自社が引渡報告を行ったエアバッグ類に関して、引渡
報 告 日 お よ び 指 定 引 取 場 所 に よ る 引 取 報 告 日 と
引取報告の実施状況を確認する場合に利用します。

エアバッグ類（取外回収）
の引渡報告した後の移動
報告状況を閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.4 荷姿閲覧

検索条件の入力

引渡報告日と引取
報告実施状況の確認

135ページ参照

（２）エアバッグ類引渡（車上作動処理）後
の移動報告状況の閲覧

自社が引渡報告を行ったエアバッグ類に関して、
引渡報告日を確認する場合に利用します。

エアバッグ類（車上作動処理）
の引渡報告した後の移動報告

状況を閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.5 車台閲覧

検索条件の入力

引渡報告日の確認

139ページ参照

（１）エアバッグ類引渡（取外回収）後の
移動報告状況の閲覧
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７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

７.５ 認定全部利用者への引渡報告後の移動報告状況の閲覧

自社が認定全部利用者への引渡報告を行った解体
自動車を確認する場合に利用します。

認定全部利用者へ引渡報告
した後の移動報告状況を

閲覧する時

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

3.6 荷姿閲覧

検索条件の入力

解体自動車の
荷姿の確認

143ページ参照

122 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

引取報告を行った使用済自動車／解体自動車で、情報
管理センターへの引渡報告が未実施の車台を一覧表示
します。引渡先が確定しだい、すみやかに使用済自動
車／解体自動車の引渡しと、引渡報告を行ってくだ
さい。

メニュー選択画面で3.１ ボタンを
ク リ ッ ク す る と 、 「 対 象 車 台 の 確 認
（JPRS3300）」画面が表示されます。

車台閲覧

1

７.１ 引渡報告未実施車台の閲覧

123 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）引渡報告未実施車台がある場合 ＜ステップ1～２＞

「２.引取った使用済自動車／解体自動車のうち、引渡
報告が未実施のものの一覧」に、自社が引取報告を
行った使用済自動車／解体自動車のうち、引渡報告を
行っていない車台が表示されます。

ステップ1

※ 引渡報告未実施車台がない場合、「該当がありませんで
した。」と表示されます。

未実施： 使用済自動車／エアバッグ類の引渡先の確
定が行われておらず、引渡報告が未実施で
あることを表しています。

確 定： 引渡報告は未実施ですが、引渡先の確定ま
では行われていることを表しています。

済 ： 使用済自動車／エアバッグ類の引渡報告が
実施済みであることを表しています。

― ： エアバッグ類処理対象として選択していな
い場合、またはエアバッグ類装備がない場
合を表しています。

選択済： 回収／作動が選択されているが、回収も作
動も完了していない場合を表しています。
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【引渡報告】

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

ステップ2

表示された車台を確認したら、
ボタンをクリックしてください。

1 メニューに戻る

⇒ 使用済自動車／エアバッグ類の引渡しの有無を
確認し、引渡し済みであった場合には、すみや
かに次事業者への引渡しと「引渡報告」を行っ
てください。
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125 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

メニュー選択画面で3.2 ボタンをクリック
すると、自動車再資源化協力機構(JARP)のホーム
ページ「適正処理情報トップページ(BHAS0010)」
が表示され、エアバッグ類の取外回収、車上作動処理
の方法等を閲覧することができます。

７.２ エアバッグ類適正処理情報の閲覧

適正処理

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

７.３ 使用済自動車／解体自動車に関する移動報告状況の閲覧

自社が取り扱った使用済自動車／解体自動車の移動
報告の一覧を確認する場合、また、特定車台の自社
以降の移動報告状況を確認する場合にこの画面を利用
します。

（１）検索条件の入力

自社が使用済自動車／解体自動車の引取・引渡報告を
行った車台一覧の閲覧は、車台一覧が記載された電子
ファイルを取得（ダウンロード）することで行います。
取得（ダウンロード）した電子ファイルには指定した
年月の1日から月末日、当月の場合は当日までに報告
を行った車台の一覧が記載されています。

操作ポイント

使用目的に合わせて、「ファイルをダウンロード
する」または、「電子マニフェストシステムで
検索する」のいずれかを選択します。

自社が引渡報告を行った車台に関して後工程の事業者
による移動報告の実施状況を確認する場合は、確認
する車台を個別に検索します。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で３.３ ボタンを
クリックすると、「検索条件入力（JMES3110）」
画面が表示されます。

車台閲覧

1 2

3

4

8

6

9

7

5

Ａ.  自社の移動報告実績の閲覧の場合 Ｂ.  後工程事業者の移動報告実施状況の
閲覧の場合
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７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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（Ⅱ）操作説明

「２.移動報告実績のダウンロード」の中より、
該当するボタンをクリックします。
引取報告実績のダウンロードする：
年月を指定し引取報告実績の
ボタンをクリックします。
引渡報告実績をダウンロードする：
年月を指定し引渡報告実績の
ボタンをクリックします。

ステップ1 ステップ2

または の ボタンをクリック
すると、ダウンロード画面が表示されます。

指定した年月の1日から月末日、当月の場合は当日
ま で に 引 取 ・ 引 渡 報 告 を 行 っ た 車 台 一 覧 の 電 子
フ ァ イ ル を 取 得 （ ダ ウ ン ロ ー ド ） す る 場 合 は 、
以下の手順で操作します。

1 ダウンロード

2 ダウンロード

2 ダウンロード1

ステップ3

画面に従って、ファイルを保存してください。
ダウンロードに関する詳細は１９３ページをご覧くだ
さい

メニューに戻る

Ａ.  自社の移動報告実績の閲覧の場合 ＜ステップ1～３＞

1 2
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※ 「 ダ ウ ン ロ ー ド 」 の み で 作 業 を 終 了 す る 場 合 は 、
をクリックしてください。

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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検索方法を選択したら、 入力欄に必要事項（検索
条件）を入力します。

検索条件を入力したら、 ボタン
をクリックしてください。

「3.特定車台の検索」の中より、 検索方法を選択
します。

ステップ1 ステップ2

後工程業者の移動報告の実施状況を閲覧する場合は、
車台番号（職権打刻含む）または、移動報告番号を
入力し、車台を特定することが必要です。

5 対象車台検索

43

ステップ3

職権打刻番号については２２６ページをご覧ください

※ 画面に表示された注意事項に基づき、全角・半角で入力
してください。

⇒ ボタンをクリックすると、
「自社取扱車台の確認（JMES3120）」画面
が表示されます。

5 対象車台検索

Ｂ.  後工程事業者の移動報告実施状況の閲覧の場合 ＜ステップ1～３＞

128 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

輸出する場合の画面印刷物は、この機能を使って取得
します｡

【特定車台の検索】

5

3

4

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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検索条件を入力したら、 ボタンを
クリックしてください。

「4.特定車台の検索」の中より、 検索方法を選択
します。

ステップ1 ステップ2

「引渡報告日で検索」を選択した場合は、 入力欄で
年月日を指定します｡「ある車台を指定し、その車台
と 同 日 に 引 き 渡 し た 車 台 」を 選 択 し た 場 合 は 、

検索方法を選択し 入力欄に必要事項（検索
条件）を入力します。

5 対象車台検索

76

ステップ3

⇒ ボタンをクリックすると、
「自社取扱車台の確認（JMES3120）」画面
が表示されます。

5 対象車台検索

輸出する場合の画面印刷物は、この機能を使って取得
します｡

8 9
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8

6

9

7

5

【複数車台の検索】

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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123456780104

ABC111-45678 昭和自動車解体
自動車解体 ガラ事業所

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

ABC100-2345678

ABC12-345678

ABC11-4567008
自動車破砕商会

ABC111-045678

自動車電炉 電炉事業所

解体自動車工業

（Ⅰ）画面

（２）取扱車台の確認

前画面で検索した車台が自社が取り扱った車台で
あれば、引渡元・引渡先事業者（前後工程事業者）の
情報が表示されます。
「処理終了（JPRS0000）」画面で

ボタンをクリックした場合は、
「情報管理センターへの報告（JPRS3293）」画面
でセンター報告された車台の一覧が表示されます。

「自社取扱車台の確認（JMES3120）」画面が
表示されます

1

2

移動報告結果一覧
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７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.取扱車台の一覧」には、自社で取り扱った車台の
前後工程事業者が表示されます。
表示された内容（車台番号、引取報告日、引渡元
事業者／事業所名、引渡報告日、引渡先事業者／
事業所名、引渡先引取報告日）を確認してください。

ステップ1 ステップ2

「２.取扱車台の一覧」の中より、 ボタンを
クリックします。

1 閲覧

⇒「後工程の移動報告状況確認（JMES3130）」
画面が表示されます。

解体自動車の輸出業者から、電子マニフェストの印刷
物を求められた場合は、 ボタンを
クリックし、印刷してください。

ステップ3
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2 画面印刷P

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

123456780104

ABC111-45678 昭和自動車解体
自動車解体 ガラ事業所

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

ABC100-2345678

ABC12-345678

ABC11-4567008
自動車破砕商会

ABC111-045678

自動車電炉 電炉事業所

解体自動車工業

1

2



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅲ）その他

検 索 す る 条 件 を 変 更 し て 再 検 索 を 行 う 場 合 は 、
ボタンをクリックし、「検索条件

入力（JMES3110）画面に戻り、再度、検索方法を
選択して、検索条件を入力してください。

検索条件再入力
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【検索条件を変える】

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

123456780104

ABC111-45678 昭和自動車解体
自動車解体 ガラ事業所

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

昭和自動車解体

ABC100-2345678

ABC12-345678

ABC11-4567008
自動車破砕商会

ABC111-045678

自動車電炉 電炉事業所

解体自動車工業

1

2
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（Ⅰ）画面

（３）後工程の移動報告状況確認

後 工 程 事 業 者 に よ る 移 動 報 告 の 実 施 状 況 が 表 示
できます。

「後工程の移動報告状況確認（JMES3130）」画面
が表示されます。

操作ポイント

自社で使用用途に合わせて画面の印刷を
お勧めします。
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「２.対象車台移動報告の進行状況」の 「移動報告
状況」欄に移動報告の実施状況が表示されます。

ステップ1

引取・引渡報告が実施済の場合：
「報告済」と表示されます

引取・引渡報告が未実施の場合：
「－」と表示されます

1

（Ⅱ）画面説明 ＜ステップ１＞

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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A. ボタンをクリックすると

というメッセージが表示されますので、「書面郵送
依頼」をする場合は を、依頼しない場合
は を選択します。

（Ⅲ）その他

情報管理センターに依頼し、この画面に表示された
内容が記載された書面を、郵送にて受け取ることがで
きます。有料です。

書面郵送依頼（有料）

OK
キャンセル
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【画面の表示内容が記載された書面の郵送を依頼する場合：有料】

OK

２

２ B. を選択すると、「情報管理センターへの
申 請 が 完 了 し ま し た （ JPRS0000 ） 」 画 面
（P22参照）が表示されます。

C. 申請日より１週間程度で、情報管理センターより
郵送されます。料金は配達の際に徴収いたします
ので、ご了承ください。

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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７.４ エアバッグ類に関する移動報告状況の閲覧

自社が引渡報告を行ったエアバッグ類に関して、引渡
報告日および指定引取場所が引取報告を行った日と
引取報告の実施状況を確認するには、右記の方法で
確認する荷姿（エアバッグ類収納ケース）を検索し
ます。

１）検索条件の入力

操作ポイント

検索は「荷姿単位」で行います。「荷姿ID」で
検 索 す る 場 合 、 対 象 の 「 荷 姿 ID 」 番 号 を
事前に控えておきましょう。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で３.4 ボタンを
クリックすると、「検索条件入力（JMES3410）」
画面が表示されます。

荷姿閲覧

1

3

※

（１）エアバッグ類引渡（取外回収）後の移動報告状況の閲覧
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2

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

① 前々月1日以降に引渡報告を行った荷姿を一覧
表示し、その中から検索

② 引 渡 報 告 を 行 っ た 荷 姿 （ エ ア バ ッ グ 類 収 納
ケース）の「荷姿ID」を入力し、確認
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（Ⅱ）操作説明

A. 前々月1日以降に引渡報告を行った荷姿を一覧表示し、その中から検索 ＜ステップ1～2＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、

を選択します。
前々月１日以降に引渡報告が行われた荷姿を検索1

ボタンをクリックしてください。3 対象荷姿検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱荷姿の確認（JMES3420）」画面が
表示されます。

3 対象荷姿検索

B. 引渡報告を行った荷姿（エアバッグ類収納ケース）の「荷姿ID」を入力し、確認 ＜ステップ1～３＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、
を選択します。

荷姿IDで検索2 入力欄に「荷姿ID」（検索条件）を入力します。※

ステップ3

検索条件を入力したら、 ボタンを
クリックしてください。

3 対象荷姿検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱荷姿の確認（JMES3420）」画面が
表示されます。

3 対象荷姿検索

半角英数18字

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。
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1

3

※

2

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧
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① 前々月1日以降に引渡報告を行った荷姿を一覧
表示し、その中から検索

② 引 渡 報 告 を 行 っ た 荷 姿 （ エ ア バ ッ グ 類 収 納
ケース）の「荷姿ID」を入力し、検索

前画面で検索した荷姿が表示されますが、検索条件に
より「２.取扱荷姿の一覧」の表示が異なります。

２）取扱荷姿の確認

（Ⅰ）画面

「取扱荷姿の確認（JMES3420）」画面が表示され
ます。

⇒ 前々月１日以降に引渡報告を行った荷姿（エア
バッグ類収納ケース）が一覧表示されます。

⇒ 検索した荷姿（エアバッグ類収納ケース）のみ
表示されます。
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※ この画面は「①前々月１日以降に引渡報告が行われた
荷姿で検索した場合」のイメージです。「②荷姿IDで
検索した場合」は、「２.検索条件入力」で「荷姿IDで
検索」した荷姿のみ表示されます。

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

1234567

4567890

7890123

1122334

1



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ１＞

「２.取扱荷姿の一覧」に、指定引取場所への引渡報告
日と、指定引取場所による引取報告日が表示されます
のでエアバッグ類の移動報告実施状況を確認してくだ
さい。

ステップ1

（Ⅲ）その他

検 索 す る 条 件 を 変 更 し て 再 検 索 を 行 う 場 合 は 、
ボタンをクリックし、「検索

条件入力（JMES3410）」画面に戻り、再度、検索
方法を選択し、検索条件を入力してください。

検索条件再入力
３.４荷姿閲覧を印刷・保管すると便利です。
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【検索条件を変える】 【自社取扱荷姿の実績を保管する】

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

1234567

4567890

7890123

1122334

1
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自社が取り扱ったエアバッグ類の移動報告の実績を
確認する場合にこの画面を利用します。

１）検索条件の入力

操作ポイント

検索は「車台」で行います。検索する場合、対象
の車台番号等を事前に控えておきましょう。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で３.5 ボタンを
クリックすると、「検索条件入力（JMES3510）」
画面が表示されます。

車台閲覧

（２）エアバッグ類引渡（車上作動処理）後の移動報告状況の閲覧
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2 43

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

① 指定された期間内に引渡報告を行った荷姿を一覧
表示し、その中から検索

② 引渡報告が行われた車台番号（職権打刻を含む）
を入力し、確認

1



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明

① 指定された期間内に引渡報告が行われた車台を一覧表示し、その中から検索 ＜ステップ1～2＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、
引渡報告日を選択し、 に検索を実施する期間

（最大3か月）を指定します。
2

ボタンをクリックしてください。4 対象車台検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱車台の確認（JMES3520）」画面が
表示されます。

4 対象車台検索

② 引渡報告を行った車台の「車台番号」「職権打刻番号」を入力し、確認 ＜ステップ1～３＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、 車台番号か職権打
刻番号を選択します。

2 検索方法を選択したら入力欄に必要事項（検索条件）
を入力します。

ステップ3

検索条件を入力したら、 ボタンを
クリックしてください。

4 対象車台検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱車台の確認（JMES3520）」画面
が表示されます。

4 対象車台検索 OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

指定された期間内に引渡報告を行った車台を検索します。

1

2 43
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※ 画面に表示された注意事項に基づき、全角/半角で入力
してください。

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧

1



第１章 第２章 第３章 第４章

① 指定された期間内に引渡報告を行った車台を一覧
表示し、その中から検索

② 引渡報告を行った車台番号（職権打刻を含む）を
入力し、確認

前画面で検索した車台が表示されますが、検索条件に
より「２.取扱車台の一覧」の表示が異なります。

２）取扱車台の確認

（Ⅰ）画面

「取扱車台の確認（JMES3520）」画面が表示され
ます。

⇒ 期間内に引渡報告を行った車台が一覧表示され
ます。

⇒ 検索した車台のみ表示されます。
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※ この画面は「①指定された期間内に引渡報告が行われた
車台を検索した場合」のイメージです。「②車台番号
（職権打刻を含む）で検索した場合」は「２.検索条件
入力」で、「車台番号（職権打刻を含む）で検索」した
車台のみ表示されます。

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

「２.取扱車台の一覧」では、自社から自動車メーカー
等への移動報告状況が表示されますので、確認して
ください。

ステップ1

（Ⅲ）その他

検 索 す る 条 件 を 変 更 し て 再 検 索 を 行 う 場 合 は 、
ボタンをクリックし、「検索

条件入力（JMES3510）」画面に戻り､再度、検索
方法を選択し、検索条件を入力してください。

検索条件再入力
３.５車台閲覧を印刷・保管すると便利です。
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【検索条件を変える】 【自社取扱車台の実績を保管する】

1

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

７.５ 認定全部利用者への引渡報告後の移動報告状況の閲覧

自社が認定全部利用者への引渡報告を行った解体自動
車の移動報告の実績を確認する場合にこの画面
を利用します。
確認方法は右記の2種類が存在します。

（１）検索条件の入力

操作ポイント

• 検索は引き渡したトラック登録番号に基づく
「荷姿（トラック単位）」で行います。

• 「荷姿ID」で検索する場合、検収伝票と共に
保管している「荷姿詳細情報」の中の「荷姿
ID」を確認してください。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で３.6 ボタンを
クリックすると、「検索条件入力（JMES3710）」
画面が表示されます。

荷姿閲覧

1）前々月1日以降に引渡報告を行った荷姿を一覧
表示し、その中から検索

2）引渡報告を行った荷姿（トラック単位）の「荷姿
ID」を入力し、検索

3

※
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1

2
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第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明

A. 前々月1日以降に引取報告が行われた荷姿を一覧表示し、その中から検索 ＜ステップ１～２＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、

を選択します。
前々月１日以降に引渡報告が行われた荷姿を検索1

ボタンをクリックしてください。3 対象荷姿検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱荷姿の確認（JMES3720）」画面が
表示されます。

3 対象荷姿検索

B. 引渡報告を行った荷姿（トラック単位）の「荷姿ID」を入力し、検索 ＜ステップ1～３＞

ステップ1 ステップ2

「２.検索条件入力」の中より、
を選択します。

荷姿IDで検索2 入力欄に「荷姿ID」（検索条件）を入力します。※

ステップ3

検索条件を入力したら、 ボタンを
クリックしてください。

3 対象荷姿検索

⇒ ボタンをクリックすると、
「取扱荷姿の確認（JMES4620）」画面が
表示されます。

3 対象荷姿検索

半角英数18字

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。
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3

※

1
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第１章 第２章 第３章 第４章

前画面で検索した荷姿が表示されますが、検索条件に
より「２.取扱荷姿の一覧」の表示が異なります。

（２）取扱荷姿の確認

（Ⅰ）画面

「取扱荷姿の確認（JMES3720）」画面が表示され
ます。

１）前々月1日以降に引渡報告を行った荷姿を一覧
表示し、その中から検索

２）引渡報告を行った荷姿（トラック単位）の「荷姿
ID」を入力し、検索

⇒ 前々月１日以降に引渡報告を行った荷姿が
一覧表示されます。

⇒ 検索した荷姿（トラック単位）のみ表示
されます。
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※ この画面は「１）前々月１日以降に引渡報告が行われた
荷姿で検索した場合」のイメージです。「２）荷姿IDで
検索した場合」は、「２.検索条件入力」で「荷姿IDで
検索」した荷姿のみ表示されます

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

「２.取扱荷姿の一覧」に、自社が認定全部利用者へ
引渡報告を行った荷姿が表示されます。荷姿の詳細を
確認するためには、トラック登録番号の列に表示され
た ボタンを、引渡先の電炉・転炉等の詳細を確認
するためには引渡先事業者／事業所名の列に表示され
た ボタンをクリックしてください。

ステップ1

（Ⅲ）その他

検 索 す る 条 件 を 変 更 し て 再 検 索 を 行 う 場 合 は 、
ボタンをクリックし、「検索

条件入力（JMES3710）」画面に戻り、再度、検索
方法を選択し、検索条件を入力してください。

検索条件再入力

詳細

詳細
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【検索条件を変える】

1

1

７.  取り扱った車台に関連する情報の閲覧



第１章 第２章 第３章 第４章

８.  その他（移動報告の取消）

使用済自動車／解体自動車の引取報告を取り消す
場合、次の事業者への引渡報告が行われていないこと
が前提となります。

（例１）
引き取った車台とは異なる車台の引取報
告をしたことが判明した時

電子マニフェストによる引取・引渡報告の取消しに
ついて説明します。

引渡元の事業者にも実車と電子マニ
フェストの情報を確認しつつ、引取
報告を取り消す必要があると判断した
場合、これを行います

（例２）
引取報告をした後に、引き取った車台の
中にゴミの混入等があったため、引取拒
否する時

引取拒否する旨を引渡元に連絡のうえ、
引取報告の取消しを行い、車台を返却
してください

メニューの選択

4.1 引取報告

対象車台の
選択／取消

152ページ参照

電子マニフェスト
システムログイン

※ 使用済自動車／解体自動車の引取報告をする
際は、必ず実車を確認してください。
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８.  その他（移動報告の取消）

８.１ 引取報告の取消

引渡報告済みの場合は、引渡報告を取り消してはじめ
て、その前の引取報告の取消が可能となります。



第１章 第２章 第３章 第４章

引渡報告の取消申請中は、該当車台・荷姿の移動
報告はできません。

引渡報告の取消申請

引渡先への
引渡報告の取消連絡

引渡報告の取消申請
の確認

電子マニフェストによる
正しい引渡報告の実施

引渡先からの
引渡報告の取消依頼

引渡報告の取消申請
の受理

〈引渡報告取消申請の流れ〉

引渡報告の取消しができるのは、次の事業者が引取報
告 を 行 っ て い な い こ と が 前 提 と な り ま す 。 次 の
事業者が引取報告済みの場合は、引取報告を取消して
はじめて、その前の引渡報告の取消しが可能となりま
す。

車台の引渡報告の取消し
引渡報告を実施していない状態に戻します

荷姿の引渡報告の取消し
引渡先を確定した状態に戻します

1 自社での確認・作業

2 情報管理センターでの作業

3 自社での作業
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８.  その他（移動報告の取消）

※ 情報管理センターでの処理完了後に「移動報告」が
再開できますが、翌日となる場合があります。

※ 取消し作業が実行されると、引渡し報告を行った状態に
戻りますのでご確認ください。

８.２ 引渡報告の取消申請



第１章 第２章 第３章 第４章

（１）使用済自動車／解体自動車の引渡報告の取消申請を行う場合

メニューの選択

4.2 取消

対象車台の
選択／取消申請

15４ページ参照

引渡先が
解体業者の場合

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

4.4 取消

対象荷姿の
選択／取消申請

15８ページ参照

引渡先が
認定解体自動車

全部利用者の場合

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

4.3 取消

対象車台の
選択／取消申請

15６ページ参照

引渡先が
破砕業者の場合

電子マニフェスト
システムログイン

メニューの選択

4.5 取消

対象車台の
選択／取消申請

引渡先が
非認定解体自動車
全部利用者の場合

電子マニフェスト
システムログイン
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16１ページ参照

（例１）
次工程の事業者に引き渡した車台
と異なる車台の引渡報告をしたこ
とが判明した時

次工程の事業者が引取報告をして
いないことを確認したうえで、引
渡報告の取消申請を行い、あらた
めて正しい引渡報告を行ってくだ
さい

（例２）
車台を引き渡した事業者と異なる
事業者に引渡報告をしたことが判
明した時

次工程の事業者が引取報告をして
いないことを確認したうえで、引
渡報告の取消申請を行ってくださ
い

（例３）
次工程の事業者から、自社の引渡
報告が誤りであったと指摘された
時

次工程の事業者からの取消依頼を
確認したうえで、引渡報告の取消
申請を行ってください

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

（例１）
指定引取場所に引き渡したエアバッグ類
と異なる情報の引渡報告をしたことが判
明した時

（例２）
引取拒否された場合など指定引取場所へ
の引渡報告を取消したい時

（２）エアバッグ類の引渡報告の取消申請を行う場合

メニューの選択

4.6 取消

対象荷姿の
選択／取消申請

16３ページ参照

指定引取場所が引取報告をしていない
ことを確認したうえで、引渡報告の取
消申請を行い、あらためて正しい引渡
報告を行ってください

指定引取場所から引取拒否理由などを
確認したうえで引渡報告の取消申請を
行い、あらためて正しい引渡報告を
行ってください

電子マニフェスト
システムログイン

１）エアバッグ類引渡報告（取外回収）の取消申請
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８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

２）エアバッグ類引渡報告（車上作動処理）の取消申請

（例１）
取外回収処理を行ったが、誤って車上
作動処理の報告を行った場合など、報
告を取り消すべきことが判明した時

メニューの選択

4.7 取消

対象荷姿の
選択／取消申請

16７ページ参照

車上作動処理報告の取消申請を行い、あ
らためて正しい引渡報告を行ってくださ
い

電子マニフェスト
システムログイン
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８.  その他（移動報告の取消）

移動報告の取消しに関する質問・電子マニフェストの発行に関してのお問い合わせ先
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
 下記の様な場合は前工程の方や、当該車両を引き取った引取工程の方にお問い合わせください。

・マニフェストが実車と合っていない。
・マニフェストが来ていても実車が来ない。実車が来ていてもマニフェストが来ない。
・エアバッグ類の装備有無が合っていない。「あり」→ 「なし」への変更であり修正可能な場合。
・エアバッグ類の装備有無が合っていない。「追加預託」が必要な車台な場合。

 上記以外の移動報告の取消に関するご質問等は「引取業者の方」が代表してお問い合わせください。

自動車リサイクルコンタクトセンター

050‐3786‐7755



第１章 第２章 第３章 第４章

８.１ 使用済自動車／解体自動車引取報告の取消

操作ポイント

引 取 報 告 の 取 消 し を 行 う 車 台 を 選 択 し 、
報告を取り消します。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.１ ボタンをクリック
すると、「対象車台選択／取消（JPCS3100）」
画面が表示されます。

取消

誤った使用済自動車/解体自動車の引取報告を行って
しまった場合、引取報告の取消しを行います。

• 取り消すべき引取報告であることの確認。
• 使用済自動車／解体自動車・エアバッグ類の

引渡報告が行われていないことの確認。

確認ポイント

1

※ 引取報告の取消しを行う場合は、通常であれば
引渡元の事業者が作った引渡報告も取り消す必要が
あるのでこれを依頼してください。
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８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

「２.引取報告取消対象車台の一覧」に、引取報告を
行った車台の一覧が表示されています。
車台の情報（引取報告日、引渡先事業者／事業所名、
車台番号、型式、車名、エアバッグ類処理対象）を
確認し、引取報告を取り消す車台の ボタン
をクリックしてください。

ステップ1

1 取消

ボタンをクリックすると、

ステップ2

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

1 取消
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1

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
（P22参照）が表示され、解体業者の「使用済自動車
／解体自動車の引取報告の取消」が完了します。

ステップ3

OK

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

８.２ 解体業者への使用済自動車／解体自動車引渡報告の取消申請

解体業者へ誤った使用済自動車／解体自動車の引渡報
告を行ってしまった場合、引渡報告の取消申請を行い
ます。

154 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

操作ポイント

• 取消理由を必ず選択してください。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.2 ボタンをクリック
すると、「対象車台選択／情報管理センター申請
（JPCS3230）」画面が表示されます。

取消

1

2
※

８.  その他（移動報告の取消）

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択

できます。

ステップ1

1
「３.取消対象車台の一覧」に、引渡先の解体業者に
引渡報告を行った車台の一覧が表示されています。
車台の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
車台番号、型式、車名）を確認し、引渡報告を取り
消す車台の ボタンをクリックしてください。

ステップ2

2 申請

⇒ 「３.その他」を選択した場合は、 具体的な
理由を入力してください。

※
全角100 字まで



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～4＞

1

2
※

155 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

ボタンをクリックすると

ステップ3

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「解体
業者への引渡報告の取消」が完了します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

８.３ 破砕業者への解体自動車引渡報告の取消申請

破砕業者へ誤った解体自動車の引渡報告を行ってし
まった場合、引渡報告の取消申請を行います。

操作ポイント

• 取消理由を必ず選択してください。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.3 ボタンをクリック
すると、「対象車台選択／情報管理センター申請
（JPCS3240）」画面が表示されます。

取消

2

156 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

1

※

８.  その他（移動報告の取消）

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択
できます。

ステップ1

1 「３.取消対象車台の一覧」に、破砕業者への引渡報告
を行った車台の一覧が表示されています。
車台の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
車台番号、型式、車名）を確認し、引渡報告を取り消
す車台の ボタンをクリックしてください。

ステップ2

2 申請
⇒ 「3.その他」を選択した場合は、 に具体的な

理由を入力してください。
※
全角100字まで



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

ボタンをクリックすると

ステップ3

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「破砕
業者への引渡報告の取消」が完了します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

2

157 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

1

※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

操作ポイント

• 取消理由を必ず選択してください。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.4 ボタンをクリック
すると、「対象荷姿選択／情報管理センター申請
（JPCS3280）」画面が表示されます。

取消

引渡報告を行った当月中であることの確認。
（翌月以降は取り消せません）

確認ポイント

1

2

※

158 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

８.４ 認定全部利用者への解体自動車引渡報告の取消申請

認定全部利用者へ誤った解体自動車の引渡報告を行っ
てしまった場合、引渡報告の取消申請を行います。

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択

できます。

ステップ1

1
「３.取消対象荷姿の一覧」に、認定全部利用者への
引渡報告を行った荷姿の一覧が表示されています。
荷姿の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
荷姿ID、トラック登録番号）を確認し、引渡報告を
取り消す荷姿の ボタンをクリックして
ください。

ステップ2

2 申請
⇒ 「3.その他」を選択した場合は、 に具体的

な理由を入力してください。
※

全角100字まで

159 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

1

2

※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

ボタンをクリックすると

ステップ3

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「認定
全部利用者への引渡報告の取消」が完了します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

160 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

1

2

※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

操作ポイント

• 取消理由を必ず選択してください。

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.5 ボタンをクリック
すると、「対象車台選択／情報管理センター申請
（JPCS3290）」画面が表示されます。

取消

引渡報告を行った月の翌月までであることの確認。
（翌々月以降は取り消せません）

確認ポイント

161 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

８.５ 非認定全部利用者への解体自動車引渡報告の取消申請

非認定全部利用者へ誤った解体自動車の引渡報告を
行ってしまった場合、引渡報告の取消申請を行います。

1

2

※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択
できます。

ステップ1

1 「３.取消対象車台の一覧」に、非認定全部利用者への
引渡報告を行った車台の一覧が表示されています。
車台の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
車台番号、型式、車名）を確認し、引渡報告を取り消
す車台の ボタンをクリックしてください。

ステップ2

2 申請

ボタンをクリックすると

ステップ3

⇒「3.その他」を選択した場合は、 に具体的な
理由を入力してください。

※

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「非認定全
部利用者への引渡報告の取消」が完了します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

全角100字まで
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1

2

※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

1234567

4567890

7890123

1122334

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.6 ボタンをクリック
すると、「対象荷姿選択／情報管理センター申請
（JPCS3261）」画面が表示されます。

操作ポイント

• 取消理由を選択・入力します。
• 引渡報告の取消しを行う荷姿（「荷姿ID」、

「ケース番号」）を選択し、報告を取り消し
ます。

• 指定引取場所が引取報告を行っている場合は、
指定引取場所へ引取報告の取消しを依頼しま
す。
ただし、指定引取場所の「引取報告」は、報
告月の翌月5日以降取り消せません。

確認ポイント

2

取消

163 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

８.６ エアバッグ類引渡報告（取外回収）の取消申請

誤ったエアバッグ類の引渡報告（取外回収）を行って
しまった場合、引渡報告の取消申請を行います。

1
※

８.  その他（移動報告の取消）

（１）引渡報告の取消



第１章 第２章 第３章 第４章

1234567

4567890

7890123

1122334

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択
できます。

ステップ1

1 「３.取消対象荷姿の一覧」に、指定引取場所への引渡
報告を行った荷姿の一覧が表示されています。
荷姿の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
荷姿ID、ケース番号）を確認し、引渡報告を取り消す
荷姿の ボタンをクリックしてください。

ステップ2

2 申請

ボタンをクリックすると

ステップ3

⇒「3.その他」を選択した場合は、 に具体的な
理由を入力してください。

※

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「エアバッ
グ類（取外回収）引渡報告の取消」が完了します。

ステップ4

OK

OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

全角100字まで
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2

1
※

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

165 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

５.  電子マニフェストによる移動報告

運搬事業者情報やケース番号を変更するには、「対象
車台の選択(JPRS3262)」の画面の「３．運搬事業
者情報」➋あるいは「4. 荷姿情報」➌に変更後の情
報を入力し、右下の ➍「引渡先確定」ボタンを押せ
ば、変更が完了します。

車台の紐付けを解除せずに、指定引取場所の引渡先変
更や運搬事業者情報およびケース番号の変更を行うに
は、以下の手順を実施してください。

012-345-6789    

○ＡＢＣＡＢ 株式会社 ＱＱＷＷ事業所

■□□◇ 株式会社 ○○○

○×県△□市ＡＳＤＦ１２－３－４

123456780104   

202033330012  

123-4567  

1

2

3

指定引取場所の引渡先
変 更

ケース番号
変 更

メニュー選択画面で「1.12 引渡報告」ボタンをク
リックし、「引渡先事業者の入力(JPRS3261)」を
表示します。
この画面右下の「対象車台選択へ」ボタンをクリック
すると、「対象車台の選択(JPRS3262)」の画面が
表示されます。

➊ の「指定引取場所の引渡先変更」をクリックする
と、「物品引渡情報の変更(JPRS0450)」の画面が
表示されますので、「２. 指定引取場所の変更」の
「変更後」の ➎ に変更する事業所コードを入力し、
➏「引渡情報変更」ボタンを押せば、変更が完了しま
す。

012-345-6789    

○ＡＢＣＡＢ 株式会社 ＱＱＷＷ事業所

○×県△□市ＡＳＤＦ１２－３－４

202033330012  

123-4567  

◎△自動車工業（株）、●●○自動車（株）、（株）ＪＩＤＯＵＳＨＡ 、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

###########################################################################################################

■□□◇ 株式会社 ○○○123456780104   

6

4

（２）荷姿の修正

5

運搬事業者情報
変 更



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

引渡報告を行う「荷姿」を選択・確定し、情報管理
センターに報告します。

確認ポイント

「情報管理センターへの報告（JPRS3263）」画面
が表示されます。

操作ポイント

指定引取場所に引き渡した荷姿（回収ケース）を
選択し、情報管理センターへ報告します。

引き渡した「荷姿」（回収ケース）の荷姿IDと
ケース番号の確認。

2

1

166 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

５.  電子マニフェストによる移動報告

（３）情報管理センターへの報告



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅰ）画面

メニュー選択画面で４.7 ボタンをクリック
す る と 、 「 対 象 車 台 選 択 ／ 情 報 管 理 セ ン タ ー
申請（JPCS3262）」画面が表示されます。

操作ポイント

• 取消理由を選択・入力します。
• 引渡報告の取消しを行う車台を選択し、報告

を取り消します。

エアバッグ類の「引渡報告（車上作動処理）」は、
報告月の翌月５日以降取り消せません。

確認ポイント

1
※

2

取消

167 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

８.７ エアバッグ類引渡報告（車上作動処理）の取消申請

誤ったエアバッグ類の引渡報告（車上作動処理）を
行ってしまった場合、引渡報告の取消申請を行います。

８.  その他（移動報告の取消）



第１章 第２章 第３章 第４章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

「２.取消理由」を入力してください。
「 ボタン」をクリックすると取消理由を選択

できます。

ステップ1

1
「３.取消対象車台の一覧」に、引渡報告を行った車台
の一覧が表示されています。
車台の情報（引渡報告日、引渡先事業者／事業所名、
車台番号、型式、車名）を確認し、引渡報告を取り
消す車台の ボタンをクリックしてください。

ステップ2

2 申請
⇒ 「3.その他」を選択した場合は、 に具体的な

理由を入力してください。
※
全角100字まで

168 第 章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法3

1
※

2

を選択すると「処理完了（JPRS0000）」
画面（P22参照）が表示され、解体業者の「エアバッ
グ類（車上作動処理）の引渡報告の取消」が完了しま
す。

ステップ4

OKボタンをクリックすると

ステップ3

2 申請

というメッセージが表示されますので、間違いなけれ
ば を、再確認する場合は を
選択します。

OK キャンセル
OK

入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、警告
画 面 （ ダ イ ア ロ グ ） と 共 に 入 力 不 備 部 分 が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

８.  その他（移動報告の取消）
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